
午前１０時１分 開議

○議長（角谷英男君） おはようございます。ただ

いまから平成１４年第２回泉南市議会定例会継続

会を開議いたします。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

しました。

これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

定により、議長において６番 東 重弘君、７番

市道浩高君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、前回の議事を継続し、一般質

問を議題とし、順次質問を許可いたします。

まず初めに、５番 前田千代子君の質問を許可

いたします。前田君。

○５番（前田千代子君） おはようございます。私

は４月２８日の市議補欠選挙で当選させていただ

いた日本共産党の前田千代子です。女性の声、子

供たちの声、お年寄りの声を市政に届けるべく頑

張る決意でございます。皆様方の温かい御支援、

御指導をこれからもよろしくお願いいたします。

さて、第１点目は福祉についてです。

その１はバリアフリー対策についてお聞きしま

す。まず歩道ですが、まだまだ車道との段差があ

って、車いすや自転車の人が通りにくい状態で、

シルバーカーやベビーカーを押している人が困っ

ています。段差だけでなく、歩道の幅が異常に狭

かったり、波打っていたり、斜めになっていたり

しています。

私は選挙のときに、買い物帰りに自転車で卵の

割れない道をと訴えてきました。市役所の方も歩

いて点検をされたことはあるのでしょうか。また、

駅や公共施設のバリアフリー化の要望も強いもの

があります。障害を持っている人やお年寄りが安

心して移動できる歩道や公共施設等のバリアフリ

ー対策をお聞かせください。また、泉南市では障

害者基本計画をお持ちですが、それの具体化に向

けての施策をお示しください。

福祉の２点目は、乳幼児の通院医療費無料化問

題です。

新婦人を初め多くの若いお母さんたちの願いを
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受け、ことしの１０月から今までより１歳引き上

げ、３歳になるまでの無料化が実現することにな

りました。若い世帯の子育て支援対策として、就

学前までの無料化を一日も早く実現してください。

今現在でも、大阪府下では大阪市は５歳まで、河

南町や千早赤阪村では６歳までの無料化が既に実

施されています。市長のお考えをお聞かせくださ

い。

福祉問題に続いては教育問題について、５点に

わたりお伺いいたします。

その第１は、学校施設、特にトイレの改修につ

いてお伺いします。

二、三年前の荒れと比べると、最近は先生方や

用務員さんたちの涙ぐましい努力でちょっとした

改修はされているようです。子供たちは学校のト

イレを嫌がり、家に帰り着くまで我慢をしている

との話を聞いたときには胸のふさがる思いがいた

しました。幾ら財政難だからといっても、トイレ

だけは他の予算を後回しにしてでも改修しなくて

はいけないと思いますが、いかがでしょうか。

この改修費用に関しては、４００万円以上の工

事からその３分の１の補助が国から出ると聞いて

いますが、その補助があれば改修もしやすいので

はありませんか。また、泉南市のある小学校では、

３０人近い女性教師専用のトイレがなく、子供と

の兼用になっています。ホッと一息できる休憩室

なども先生方の健康のことを考えればぜひつくっ

ていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

それから、いまだ学校には冷暖房設備のないと

ころがほとんどだと聞いています。蒸しぶろのよ

うな教室で子供たちは快適に勉強することはでき

ません。一日も早い設置をお願いします。

教育の２点目は、学童保育の件です。

今、１０校の小学校でチビッコホームが開かれ

ていますが、信達小学校だけに２名の待機児童が

います。２名の家庭状況にかんがみ、早い時期に

受け入れしていただきたいのですが、いかがでし

ょうか。そして、夏休み、冬休みの朝１０時から

というのを９時に早めることはできないのでしょ

うか。新しく、春休みと土曜日の開所予定はない

のか、お聞かせください。

教育の３点目は、完全週５日制のことです。



土曜日の授業を平日に振り分けたため、子供た

ちは長時間授業が週のほとんどで、この暑さの中、

先生も生徒もふらふらになっていると聞いていま

す。ゆとりある教育を目指して取り入れられた５

日制が全く逆の状態になっていることをどうお考

えでしょうか。人手がない、お金がないというこ

とが教育現場を混乱に陥れている原因だと思いま

すが、いかがお考えでしょうか。先生方の長時間

労働、サービス残業の実態をどのように考えてお

られるのか、お聞かせください。

次は、学校図書館の専任司書の件です。

今年度半ばから予算が６００万円余りついて喜

んでいるところですが、これは国からの補助金と

いうことで、金額的には４人の司書を６カ月契約

で３年間しか雇用できないということだそうです。

お隣の阪南市では、早くから小・中学校に学校司

書を置くことで子供たちの成長過程に果たす読書

の大切さを実感していると聞いています。市の方

も国の補助金に頼らず、市の施策として１校１人

の専任司書を継続してつけてもらいたいのですが、

御意見をお聞かせください。

教育の最後は、平和教育についてです。

昨今、修学旅行地として広島や沖縄が選ばれて

いることは、平和のとうとさを身をもって体験で

きるとてもよいことだと思います。その反面、日

の丸、君が代が子供たちの成長を祝う入学式や卒

業式で強制されているのはいかがなものでしょう

か。

国会でもその当時、法制化された当時の首相は

法制化に当たり、国旗の掲揚等に関し義務づけを

行うことは考えておらず、したがって国民の生活

に何ら影響や変化が生ずることにならないと答弁

しているのです。ところが、教育委員会は学校に

強要していると聞いていますが、その辺のところ

を詳しくお聞かせください。

最後は、平和の問題について質問します。

今、国会では日本をアメリカの引き起こす戦争

に無理やり参加させる有事立法の制定が計画され

ています。私たち女性は、特に平和な社会を望ん

でいます。昨年の９月１１日のアメリカでのテロ

行為は憎むべき、許されない行為に違いありませ

んが、かといって犯人らしき人物が潜んでいるか
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もしれないという理由だけでアフガンの自然を破

壊し、罪のない人々を殺すことが許されるという

のでしょうか。

日本政府は、新ガイドライン法でアメリカの戦

争に後方支援ということで自衛隊の派兵を認め、

次にはテロ対策特別措置法なるものをつくって自

衛隊をインド洋に出しています。そして、今度の

有事立法でこの自衛隊に武力攻撃をさせ、同時に

国民の自由を基本的自由と基本的人権を侵してま

で戦争に巻き込む考えです。憲法９条で戦争放棄

をうたっている日本です。世界に先駆けて平和の

道を勇気を持って進むべきだと考えていますが、

市長のお考えをお聞かせください。また、国会で

は福田官房長官が核兵器を持てると発言しました

が、被爆国として真っ先に核兵器廃絶の先頭に立

たなければならない立場の人の発言についてどう

思われるでしょうか。

また、泉南市は非核平和宣言都市でもあります。

私は、この宣言を言葉だけでのものではなく、行

動して具体化する非核平和条例の制定を要求しま

す。お考えをお聞かせください。

以上で質問を終わります。御答弁よろしくお願

いいたします。ありがとうございました。

○議長（角谷英男君） ただいまの前田議員の質問

に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） ご質問のうち、有事立法に

ついて御答弁を申し上げます。

有事法制に関しましては、さきの代表質問にお

きましても御答弁を申し上げましたように、国民

の生命等の保護、国民生活への影響を最小にする

ための措置についての法案が今国会にまだ提出さ

れることなく、武力攻撃事態対処法案を初めとす

る３法案が提出されている点につきましてはいさ

さか不安を覚えているところでございます。

地方公共団体は、市民の生命、財産等を守るこ

とが責務でございます。しかし、国が市民の生命、

財産等の保護のあり方、市民生活への影響につき

まして十分に見解を示さず、地方公共団体、我々

に対しまして、国から総合調整、指示を受けても、

市民に対して十分な説明ができない可能性がござ

います。

この点につきましては、さきの全国市長会にお



きましても、政府に対して「市民の生命・財産を

守ることは自治体の責務であり、国におかれては

武力攻撃事態対処法案等について、自治体等への

十分な説明責任を果たすとともに、国会において

慎重かつ十分な審議をされるよう要望する」と要

望を行ったところでございますし、私自身も６月

１０日に小泉総理に対しまして、首相官邸の方に

メールを送りまして、「現在国会で審議されてい

る武力攻撃事態対処法案等は自治体にとってさま

ざまな影響が予想されるとともに、市民生活に重

大な影響を及ぼしかねないため、自治体や市民の

大きな関心事となっている。市民の生命・財産を

守ることは自治体の責務であり、国におかれては

武力攻撃事態対処法案等について、自治体等への

十分な説明責任を果たすとともに、国会において

慎重かつ十分な審議を尽くされるよう要望する」

ということで送っております。

これに対しまして、官邸の方からの返事といた

しましては、「小泉総理大臣あてにメールをいた

だきありがとうございました。ただいまいただい

た御意見等は、今後の政策立案や執務上の参考と

させていただきます。皆様から非常にたくさんの

メールをいただいておりますが、内閣官房の職員

が御意見等を整理し、総理大臣に報告します。あ

わせて、防衛庁へも送付します」という返事をい

ただいております。

次に、非核平和に関しまして、さきの福田官房

長官の発言についてどう思うかということでござ

いますけども、我が国は非核三原則を国是という

形で今までやってまいりました。したがいまして、

当然核をつくらず、使わず、持ち込まずですか、

この三原則を堅持するというのは当然のことでご

ざいます。世界唯一の被爆国といたしましては、

この非核三原則を今後とも守っていくというのは

当然というふうに考えております。

それから、非核平和についてのこともございま

したけども、本市におきましては、昭和５９年の

１２月２６日に非核平和都市宣言が議決されてお

りまして、その宣言を尊重して、毎年８月を非核

平和月間と定め、市民の皆様に戦争の悲惨さ、平

和のとうとさについて考える機会とさせていただ

いておりますとともに、平和の集いも実施し、市

－１７５－

民と行政が一体となった平和施策を講じていると

ころでございます。８月にやっておりますが、皆

様方はこういう御質問をよくされるんですけども、

この非核平和の集いについてもっともっと御参加

をいただきたいと、このように思っております。

それから、条例制定ということでございますけ

ども、これについては以前の議会でも御質問が何

人かの方からありまして、私どももそれぞれのま

ちの条例を引いているところ――例えば藤沢市と

かそういうところも含めて参考にさしていただき

ながら検討いたしております。どういう形がいい

のか、今の時代に合ったような形にしないといけ

ないというふうには考えております。いずれにい

たしましても、泉南市は非核平和都市宣言をいた

しておりますので、この条例化についても検討を

いたしているところでございます。

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） ２

点ほどの質問がございましたが、まず障害者計画

の方でございます。

これにつきましては現在、平成１１年に泉南市

障害者計画というのを作成をいたしてございます。

これにつきましては、５年間の計画ということに

なってございまして、平成１５年度に見直しを行

う予定でございます。そして、１６年度から新た

な障害者計画という形で現在考えておるところで

ございますので、よろしくお願い申し上げます。

それと、乳幼児医療費の無料化につきまして御

答弁申し上げます。

乳幼児医療費の助成につきましては、現在、市

の制度として０歳児、１歳児を対象に所得制限を

設けずに助成を行っているところでございます。

助成対象につきましては、対象年齢を１歳引き上

げ、２歳児まで拡充して助成すべく、今議会にそ

れに係る条例の改正を上程させていただいておる

ところでございます。なお、今後の助成対象の拡

充につきましては、大阪府の補助金の動向、本市

の財政状況等を勘案しながら検討してまいりたい

と考えておりますので、よろしく御理解のほどお

願い申し上げます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 楠本都市整備部長。



○都市整備部長（楠本 勇君） 私の方から、御質

問の福祉問題の歩道を中心としたバリアフリー対

策についてお答えいたします。

御指摘のいわゆる信達樽井線は、都市計画決定

がなされておりまして、将来的には市役所の前の

ように歩道が植樹帯を含めて５．５メートルに拡幅

する計画になっております。また、大阪府福祉の

まちづくり条例に基づき、段差をなくすような計

画となってございます。

現在、事業認可を取得し事業を行っているのは、

府道堺阪南線、いわゆる旧国道から海側を実施し

ております。そのため、当面は障害者や高齢者の

方々にとって少しでも通行が容易となり、歩道の

段差の解消を年次的に整備していくとともに、現

在の歩道の有効幅を確保できるよう占用者でござ

います西日本電信電話株式会社や関西電力株式会

社に電話柱や電柱の移転の働きかけを行い、改善

に努めてまいっておりますが、移転先等のいろい

ろな制約がございまして、部分的には御指摘のと

おり不十分な状況にあることは承知いたしており

ます。

和泉砂川駅周辺につきましては、山側の都市軸

と位置づけておりまして、交通結節点機能の整備

と駅へのアクセスの向上を目指した道路、駅前広

場等の公共施設の整備を早期に図っていく必要が

あると考えております。

今後の方針としましては、平成１２年度に施行

された高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利

用した移動の円滑化の促進に関する法律、いわゆ

る交通バリアフリー法に基づき、駅ターミナル等

のバリアフリー化の推進を図っていく必要があり

ます。

そのため、本年度におきましては、駅などの旅

客施設を中心とした一定の地区において旅客施設

周辺道路、駅前広場、信号機などのバリアフリー

を重点的かつ一体的に推進する基本構想の策定を

予定しており、これを受けまして駅、交通広場、

道路などのバリアフリー化を図りながら、和泉砂

川駅周辺整備を推進してまいりたいと考えており

ます。

今後とも、歩道と車の乗り入れ部の勾配を緩や

かにするなど、できるだけ改善整備に努力してま
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いりたいと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。

○議長（角谷英男君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 前田議員さんからの教育

問題についての質問のうち、学校図書館司書につ

いてお答え申し上げたいと思います。

平成１４年度から新学習指導要領によります総

合的な学習の時間等も始まり、これにつきまして

は数年前から各学校では取り組みを試行的に始め

てございますけれども、今後学校図書館の本の活

用が求められてくるというのは認識いたしており

ます。

そのための条件整備を教育委員会といたしまし

ても初めて今度置くという形で努めてまいったと

ころでありますけれども、このたびの学校図書館

の専任司書の配置によりまして、図書館の環境整

備を初め子供たちの主体的な本の活用等を援助し、

子供たちの読書活動推進に大きな効果が期待でき

るものというふうに思っております。

今回の配置につきましては、前田議員さん御指

摘のように新緊急地域雇用特別基金事業補助金を

活用したものでございます。４人の学校図書館司

書を１年間で６カ月雇用し、３年間の継続事業と

いうことでございます。その後、３年後はどうな

るのかという御質問であったと思うんですけれど

も、今後も教育委員会といたしましては何とか継

続できるような形で学校図書の司書専任化につい

て充実を図ってまいるということで努力をしたい

と、このように考えておりますので、御理解のほ

どよろしくお願い申し上げたいと思います。

○議長（角谷英男君） 中村教育総務部長。

○教育総務部長（中村正明君） 教育問題で幾つか

細かい質問がございましたので、お答え申し上げ

ます。

まず、トイレの改善、改修のお話がありました。

確かに老朽化している箇所もございますけども、

学校のトイレというのは、公共施設の中でもその

維持管理が最も難しい分野に入ります。ところで、

トイレについては材質、機能など、時代とともに

大きく変化、進歩をしているところでございます。

したがって、そのメンテナンスが非常にナイーブ

なものでなければならないと、そう考えておりま



す。しかしながら、学校においては学校教育の一

環として生徒による清掃が行われておりまして、

したがって日々のメンテナンスという観点で見れ

ば実態が伴っていない、そういうのが学校のトイ

レの一般的な状況であります。

現在、中学校のトイレについては、その劣化度、

破損状態によりまして、一定の優先度でもって改

築あるいは修理を行っております。今後も教育環

境の整備に努力してまいりますが、できるだけ施

設を大事に、大切に使用していただきたいと、そ

ういうことで学校現場とも十分な連携をとって対

応してまいりたいと思います。

それに追加して、教員のトイレと冷暖房の御質

問もございました。施設の老朽化、あるいは新し

い時代教育に対応した施設整備ということで、今

後学校・園の施設整備の全体計画をつくってまい

りたいと、そう考えております。そういう中で、

できるだけ補助メニューを探し出して活用すると、

そういうスタンスで施設整備の全体計画の中に教

員のトイレあるいは冷暖房も含めて検討してまい

りたいと、そう考えております。

それから、最後になりますけども、学童保育の

御質問がございました。近年の急速な少子・高齢

化の進展に伴い、安心して子育てのできる環境づ

くり、次代を担う児童の健全育成が緊急の課題と

なっております。その１つの支援のための拠点施

設として留守家庭児童会、通称チビッコホームが

位置づけられておりまして、国の放課後児童健全

育成事業として地域の実情を踏まえて、労働等に

より保護者が昼間家庭にいない１年生から３年生

までの子供さんを対象として、本市では８カ所で

事業実施をいたしております。

御質問がございました土曜日あるいは春休みの

開設の件、あるいは時間延長の件、これらについ

ては現在本市では未実施の状況でございます。た

だ、実施に伴う財源の確保など、解決せねばなら

ない課題も多くあります。また一方で、この泉州

地域を見ますと、もう半分有料化になっておりま

す。本市の場合は無料化です。その問題も含めて

検討していかなければならないと考えております。

それから、待機児童の御質問もございました。

本市の場合は、８カ所で現在２２４名の子供さん

－１７７－

を預かっておりますけども、待機児童は信達のチ

ビッコホームで２名おります。ただ、信達におい

ては本年度新しい施設の建設を行いますので、完

成後は待機児童の解消が図られるものと、そう考

えておりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（角谷英男君） 中野教育指導部参与。

○教育指導部参与兼指導課長（中野辰弘君） 議員

から３点ほど御質問ありましたので、お答え申し

上げます。

１点目は、月曜から金曜までの授業時数が増加

したのではないかと、この御質問に関してですけ

れども、確かに小・中学校とも月から金曜までの

授業時数は昨年度に比べて１時間増加してます。

その理由ですけれども、学校行事とか、それか

ら短縮時間、部活動の対外試合などによって授業

時数が不足するのを補うために１時間余計に実施

してます。この１時間によって、学校はゆとりを

持って教科指導に当たれますし、それから特色あ

る学校づくりもできると、そんなふうにとらえて

います。

ただ、この教育課程の編成権そのものは学校長

にありますので、学校の方で十分論議していただ

いて、１時間多目にやっていこうと、そういう形

で話ができて、こういう措置をとらしてもらって

ます。

それに伴って、２点目の御質問ですけれども、

教師の勤務時間が長くなったのではないかと。確

かに、１時間従来より授業時数がふえてますので、

その分先生方が教材研究する時間とか、会議の時

間とかの設定がどうしても１時間分迫ってくると。

これに関しましてですけれども、教育委員会とし

ましては、会議の効率化を目指すように、それか

ら学級担任はたくさんの事務処理を持ってますの

で、事務処理の分担とか、事務処理をコンピュー

ター等で効率化していくと、そういう形で何とか

努力してほしいと、そういう方向でお願いしてる

ところでございます。

それから、３点目の御質問の国旗、国歌の件で

すけれども、学校における国旗及び国歌に関する

指導は、児童・生徒に我が国の国旗と国歌の意義

を理解させ、これを尊重する態度を育てるととも

に、諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する態度を



育てることをねらいとして行っています。また、

学習指導要領においては、小学校から高等学校ま

での特別活動の指導計画の作成とその内容の取り

扱いの項で、入学式や卒業式などにおいてはその

意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに国歌を斉

唱するよう指導するものとなっています。教育委

員会といたしましては、この学習指導要領にのっ

とって入学式や卒業式においては国旗を掲揚し、

国歌を斉唱するよう指導しているところでありま

すので、よろしく御理解をお願い申し上げます。

○議長（角谷英男君） 前田君。

○５番（前田千代子君） 先ほどの日の丸、君が代

の件ですけれど、これは先ほども申しましたよう

に、そのときの小渕総理大臣は、国民の生活に何

ら影響や変化が生ずることにはならないと答弁し

てまして、学習指導要領もそういう法的な力はな

いというふうに聞いてるのですけれど、教育委員

会としては、指導要領について法的な根拠がある

というお考えでしょうか。

○議長（角谷英男君） 中野教育指導部参与。

○教育指導部参与兼指導課長（中野辰弘君） 学習

指導要領に法的根拠があるんかと、そういう御質

問ですけれども、昭和５１年と平成２年の最高裁

の判決ですけれども、法的見地から必要かつ合理

的な基準の設定として是認すると、要するに学習

指導要領は法的根拠があると、そういうふうな判

例も出てます。国及び教育委員会は、この判例に

従いまして学校教育法は法的根拠があると、そう

いう解釈をさしていただいてます。

それから、もう１つ、学校教育法第２０条及び

３８条に関してですけれども、教科に関する事項

は監督庁、これは文部科学大臣を意味してますけ

れども、文部科学大臣がこれを定めると。それに

従って、文部科学大臣が定めた学校教育法施行規

則第２５条、学校における教育課程は文部科学大

臣が別に定める学習指導要領によるものと、そう

いう法的根拠に基づいて学習指導要領は法的根拠

があると、そういう理解をしてます。

以上です。

○議長（角谷英男君） 前田君。

○５番（前田千代子君） そうしましたら、日の丸、

君が代の意味についてですが、日の丸は昔の日本

－１７８－

がアジアに向けて侵略戦争を行っていたときに、

侵略した国にずっと掲げられていた国旗でありま

して、ほかの外国――イタリアとかドイツでもそ

ういう侵略戦争を始めた国は、戦争が終わってか

ら国旗を新しいものに変えています。

そういうことから考えますと、侵略戦争のにお

いのする日の丸を法制化するということに何か新

ガイドライン法というのが国会で多数の力で強行

成立して、それからもう一気に国民の議論もそん

なに経ずして、もうすぐに通してしまったような

形跡があります。

国会の論戦でも君が代の歌の意味について議論

がありましたが、君が代の君というのは天皇とい

うことで、それは今の日本の憲法に照らしますと、

日本の憲法は主権在民ということをうたっており

まして、そういう憲法に違反する歌は国歌として

適当ではないと考えています。

そういうぐあいに、新ガイドライン法によって

日本を戦争する国にするという方向づけがされて、

その一環として日の丸、君が代が学校現場に持ち

込まれてきたように思うのですが、教育委員会の

方ではそれをどのように考えておられますか。

○議長（角谷英男君） 中野教育指導部参与。

○教育指導部参与兼指導課長（中野辰弘君） 国旗、

国歌の制定に関してですけれども、これは国会議

員の方で、国の方で考えられてもらったことです

んで、これに関して教育委員会がどうこう言う立

場にないと、そういうふうに考えてます。

それから、不幸な時代があったと、国旗が使わ

れたと、そういう御意見ですけれども、これは学

校教育の中で確かに事実、戦争のときに使用され

たというんですか、そういう時期もあったと、そ

ういうふうな形で指導していく方向で考えてます

ので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。

○議長（角谷英男君） 前田君。

○５番（前田千代子君） これは、やっぱり戦後の

民主教育に反する流れだと思います。今、また学

校現場で子供たちが廊下を歩くときに軍隊式で歩

かされているということも聞いていますし、腕を

すごく高く上げて、そういうふうに歩かされたり

してるということも聞いてます。だから、そうい

う軍国主義への流れが学校の方から起きていると



いうことに、やっぱり今の有事立法へつながって

いるように思いますので、国がそういう方針だか

ら教育委員会の方もそのとおりするというのでは

なくて、やっぱり民主的教育の見地に立って、子

供たちが主人公という、そういう立場で教育をし

ていっていただきたいと思いますし、先生方にも

無理やり強制するような、そういうことはないよ

うにお願いしたいと思います。

私もここ二、三年、ずっと教育委員会とか学校

の校長先生に卒業式シーズンには強制はしないで

くださいという申し入れを行ってきたところです

けれど、なかなか校長先生は自分の自主的な意見

ではなくて、教育委員会とか上の方ばかりの指示

を気にされているようなので、そういうことでは

やっぱり子供たちの民主的な教育はだんだん後へ

後へと引いていくように思いますので、上から言

われたことでもそのまま受けるのではなくて、や

っぱり民主的教育という立場から、子供たちが主

人公という、そういう立場から教育をしていって

いただきたいと、そのように思います。

それと済みません、障害者基本計画のことでも

う一度お答えお願いしたいんですけれど、平成１

６年度に新しい計画がまた出るということなんで

すが、それまでに具体的に何か示されていること

はあるんでしょうか。どういう方針で、どういう

施策をするという、そういうようなことはないん

でしょうか。ただ計画だけなんでしょうか。

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 先

ほども御答弁さしていただいたところでございま

すが、１５年度に見直しを行うということでござ

いまして、今現在の本計画の見直しということで

社会情勢や市民のニーズ等の変化に柔軟に対応す

るということで１５年度におきまして見直しを行

い、１６年度から新たな障害者計画という形で、

現在そのように考えておりまして、細かい具体的

な内容というのは、今後見直しの段階で詰めてい

くということにしておりますので、今現在につい

てどこをどうするというところまではいっており

ませんので、御理解のほどお願い申し上げます。

○議長（角谷英男君） 前田君。

○５番（前田千代子君） そうしましたら、この１

－１７９－

１年度に立てられた計画は、ただ書類上のことだ

けだったんですね。何も具体化はされなかったわ

けですね。

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 障

害者基本計画、これにつきましてはただ書類をつ

くったというものではございません。我々、これ

に基づいて福祉施策を進めていくということでご

ざいますので、ただ単につくるだけでしたら何の

意味もございませんので、その辺御理解のほどお

願いします。

○議長（角谷英男君） 前田君。

○５番（前田千代子君） そしたら、何か具体的に

されてきたことを挙げていただけますか。

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 内

容といたしましては介護サービス、ホームヘルプ

サービスの充実とか、ガイドヘルパーの派遣、そ

れにショートステイ、それからデイサービスの充

実とか、いろいろと我々もやってきておるわけで

ございまして、これを社会情勢というんですか、

その時代の変化によりまして、この計画もやっぱ

りその実態に応じたような形の内容に改めていか

ないかんということでございますので、そのため

に５年間という１つの区切りを設けましてやって

るというところでございますので、よろしくお願

い申し上げます。

○議長（角谷英男君） 前田君。

○５番（前田千代子君） そしたら、私の方のバリ

アフリー化対策についての希望としましては、や

はり信達公民館とかよく利用することがあるんで

すが、エレベーターの設置というのが急がれてる

と思うんです。身体障害者の方もいろんな趣味と

かそういうことに参加したいのは皆さんご一緒で

すので、そういうこととか、駅の階段を足の不自

由な方が上っていかれるのを見るにつけても、や

はり駅のエレベーターの設置はもう待ったなしの

状態だと思うんですが、それはいかがでしょうか。

○議長（角谷英男君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） 駅のバリアフリー

の問題でございますけども、いわゆるエレベータ

ーをつけたらということですが、樽井駅にしたっ



て、砂川駅にしたって、なかなか我々も機会ある

ごとに鉄道会社に御要望しておりますけども、相

当費用もかかるということもございまして、まだ

今のところ実現に向けて具体化しておらないとい

う状況ですけども、今後ともそのあたりについて

は御要望していきたいと、このように思ってます。

○議長（角谷英男君） 前田君。

○５番（前田千代子君） 先ほどの御答弁で、砂川

駅前の再開発に関連して、バリアフリー化対策を

進めるということでしたが、具体的にどういうこ

とをされるのか、お聞かせください。

○議長（角谷英男君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） 先ほどもお答えし

ましたように、今年度、平成１４年度におきまし

ていわゆる交通バリアフリーということで基本的

な調査をさしていただきます。その中でどうすべ

きかということで、鉄道会社あるいは府道の関係

者である大阪府、関係者が寄りましていろんな対

応を検討するということで、まず基本構想の、い

わゆる基本計画の策定ということで、これからの

話でございます。

ただ、御指摘のとおり歩道とか駅のいわゆるエ

レベーターの問題とか、いろいろ具体的な問題も

ございますけども、１４年度で詰めていきたいと、

このように考えてます。

○議長（角谷英男君） 前田君。

○５番（前田千代子君） それは、調査計画という

のはどれぐらいの日数を予定されてるんでしょう

か。

○議長（角谷英男君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） １４年度の調査事

業といたしておりますので、来年３月をめどに計

画を策定していきたいと、このように考えており

ます。

○議長（角谷英男君） 前田君。

○５番（前田千代子君） そうしましたら、次は乳

幼児の通院医療費の無料化のことで、検討すると

いう御答弁をいただいたんですが、大阪府下でも

進んでるところは就学前まで無料になってるとこ

ろもありますので、具体的にということはまだ予

算の関係で何もお答えいただけないんでしょうか。

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

－１８０－

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 乳

幼児医療の無料化の再度の御質問でございますが、

本年１０月１日から０、１歳児を０、１、２歳児

まで引き上げるということで、今議会に議案の上

程をさしていただくということになってございま

す。そして、今後の拡充につきましては、先ほど

も御答弁申し上げましたが、府の補助金の動向と

か、そして本市の財政状況等々を勘案しながら、

かなり費用のかかる問題でもございますので、今

後そういうようなもの等勘案しながら検討さして

いただきたいということでございますので、よろ

しく御理解のほどお願い申し上げます。

○議長（角谷英男君） 前田君。

○５番（前田千代子君） そうしましたら、次はト

イレの改修のことでお尋ねします。

耐震予備調査ということで、ことしは幼稚園が

それに当たっているらしいんですけれど、小学校、

中学校はもう終わったということをお聞きしまし

たので、もうその終わったところからトイレの壊

れてるところの改修ということは予定にはないん

でしょうか。

○議長（角谷英男君） 中村教育総務部長。

○教育総務部長（中村正明君） 昨日も一般質問の

中でお答えいたしましたけども、今御指摘がござ

いましたように、既に小学校、そして中学校の耐

震予備診断は終わっております。今年度、幼稚園

について耐震予備診断を行う。

その結果、２４学校・園がございますから、そ

れを全体的に検討する。そしてそれに新たなファ

クター ―例えば各学校・園ごとにやはり園児・

児童・生徒がどう推移していくのか、あるいは教

育内容がどう変化していくのか、それから補助金

メニューも毎年のように詳細には変わっておりま

す。それをどのように有効活用していくのか、あ

るいは市の中期的な財政の中でどう位置づけてい

くのかと、いろんなファクターを総合的に勘案し

ないと全体の整備計画というのは策定できません。

したがって、今年度の幼稚園の耐震予備診断が

終わり次第、だから時期でいいますと平成１５年

度からと言えると思いますけども、学校・園施設

の整備計画、これを早急にして、現実具体的にど

こからどこを直すというような、その辺の詰めを



する必要があると思います。したがいまして、そ

の全体の施設整備計画を検討していかなければな

りませんから、今直ちにどこを直していくのかと

いうことは、まだちょっとお答えはできない状況

でございます。

○議長（角谷英男君） 前田君。

○５番（前田千代子君） 今まで学校の現場を見て

調査されてきていると思うんですけれど、これか

らまだ幼稚園のが終わってから、それからという

ことじゃなくて、子供たちの毎日の学校生活をや

はり快適なものにするために、今学校から上がっ

てきてるそういう意見を尊重して、早急にどうし

ても改修しなければならないトイレがありました

なら、ぜひそういう計画とか基本構想とか、そう

いうことの前に手をつけていただきたいと思うの

ですが、それはできないのでしょうか。

○議長（角谷英男君） 中村教育総務部長。

○教育総務部長（中村正明君） 年度ごとに一定の

修理費というのを組んでおります。ことしであれ

ば３，０００万円ですね。そういう中で、非常に危

険なもの、緊急性のあるものについては、そうい

う予算の中で鋭意修理なり改修は行っております。

ただ、大規模に、そして新たにトイレをどうする

かということになりますと、例えば生徒数が減っ

てるのにいたずらに現在のトイレを改修するとい

うことで、全くむだな投資になってしまうという

おそれもございます。したがって、いろんな要素

を勘案して、有効に財源を活用する。これは、こ

れからの時代に非常に重要な考えではないかなと

思っております。

○議長（角谷英男君） 前田君。

○５番（前田千代子君） そうしましたら、トイレ

は今までの実績といいますか、去年はどれぐらい

トイレの改修をされたのでしょうか。

○議長（角谷英男君） 中村教育総務部長。

○教育総務部長（中村正明君） ちょっと細かい数

字あるいは資料を持っておりませんので、それは

また後からでも御提示さしていただきます。

○議長（角谷英男君） 前田君。

○５番（前田千代子君） そうしましたら、最後に

市長にもう一度お尋ねいたします。

有事立法のことですが、武力攻撃事態そのもの

－１８１－

には反対だというふうにおっしゃって、地方自治

体として市民の生活にどういう影響があるか、そ

ういうことがまだはっきりわかっていないので慎

重審議をするようにということを総理大臣に向け

ておっしゃったと言っておられましたけれども、

有事立法の内容ですね。武力攻撃のほかにも国民

の基本的人権を侵してまで国民を戦争に参加させ

るという、そういう条文があるんですが、それに

ついてどう思われていますか。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 私は、この有事立法につい

て反対ということは申し上げておりません。やは

り国は国民の生命、財産を守るというのが基本で

ございますから、有事に対していかに対応するか

ということの議論については当然あってしかるべ

きだと、このように思っております。

ただ、今回出てきております有事立法について

は、今回の３法以外に関連するいろんな法律も今

後予定されているわけですね。ですから、先ほど

も言いましたように、国民の生命等の保護、国民

生活等への影響を最小にするための措置について

の不安がまだ対で出てきてない、一対で出てきて

おらないというようなこともございますから、そ

ういう１つの懸念があるということと、それから

３法につきましても、特に都道府県もそうです、

我々市町村もそうですが、それに対しての説明責

任を十分に果たしていない。今の段階ではですね。

ということを申し上げておりまして、まずその賛

否云々よりも、その説明責任を国はきっちりとも

っと正確に詳細に果たすべきだということを申し

上げているわけでございます。

これは、近畿市長会あるいは全国市長会でも同

様のことが全会一致で採択されまして、国の方に

も申し上げているということでございますので、

まずそこがスタートラインでありますから、その

ことを十分にやるということと、それから今回国

会も延長されましたけれども、こういう法律、特

に重要な法律というのは、国会議員さんたくさん

いらっしゃいますが、できるだけ多くの賛同を得

て可決されるということが非常に重要だというふ

うに思っております。したがって、もう少し慎重

な審議をしていただいて、より多くの皆さんの意



見が一致する形での法案ということが望ましいと、

このように考えておるところでございます。

○議長（角谷英男君） 前田君。

○５番（前田千代子君） やはり、そういう説明が

まだ足りないというふうに市長は言われたのです

が、そういう説明より前に、今出されている法案

そのものの内容をお読みになって、御感想はいか

がですか。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 感想を申し上げる場ではご

ざいませんので、差し控えます。

○議長（角谷英男君） 前田君。

○５番（前田千代子君） 市長のお考えを聞かせて

ほしかったのですが、そしたら質問をこれで終わ

らせていただきます。

○議長（角谷英男君） 以上で前田議員の質問を終

結いたします。

次に、１６番 島原正嗣君の質問を許可いたし

ます。島原君。

○１６番（島原正嗣君） おはようございます。議

長から御指名をいただきましたので、平成１４年

度本市第２回定例会に際しまして市政研の立場か

ら、既に通告をいたしております大綱第６点にわ

たりまして質問を行わせていただきます。

まず、具体的な質問の前に、市長、当選おめで

とうございます。私どもも連合を中心に民主党、

推させていただきましたけども、昨今の議論を聞

いておりますと、一生懸命やったつもりですけれ

ども余り票が伸びなかったということも、投票率

も伸びなかったということで、かえって邪魔やっ

たんと違うかなというふうな気もするわけです。

私たちにも一端の責任があるのではないかなと

いうように思って、つくづくここにも民主党の議

員さん２人おるわけでありますけれども、ほんの

ささやかな支援しかできなかったと恐縮をいたし

ているわけであります。どうぞこの４年間、泉南

市のかじ取りをきちっとしていただきまして、喜

びも悲しみも向井市長のもとで市民全体が喜び合

う、このような市政を担当していただきたいなと

思うのであります。

また、新しく当選をされました新人の中尾さん

並びに共産党の前田さん。中尾さんはやはり若い

－１８２－

時代の代表としてのごあいさつもございました。

前田さんは少し年がいってるというような遠慮し

た発言もございましたけども、私は決して政治に

は年齢は問題ない、問題は志だと。一たん立候補

して当選したわけでありますから生涯貫くという、

そういう精神で政治をやっていただきたいなと。

人生の先輩として苦言を呈するようでありますけ

れども、両人ともひとつ初心を忘れないように、

ともに頑張っていきたいと思います。所属する政

党や会派は違いますけれども、市民の幸せを願う

心は一つであります。どうぞ一生懸命、ともに研

さんをしていきたいと思いますので、よろしくお

願いします。

それでは、本題に移らせていただきます。今日、

泉南市、本市政を取り巻く内外の環境は、極めて

厳しい状況下にあります。今の日本の政治の姿は、

内憂外患の中で全く情けない気がしてなりません。

また、現状の日本は、世界の視点から見ましても、

尊敬され、信頼される国家状況ではありません。

国民を無視した政・官・業の癒着、長期にわたる

不良債権の処理、経済再生の停滞、中国・瀋陽に

おける国家主権の侵害、高齢者や弱者いじめの強

権政治は、全く自浄能力を持たないトライアング

ル構造が政治をだめにしているものと思うのであ

ります。

また、地方分権とよく言われますが、国の事務

を地方に渡し、財政の一部を地方に渡すというこ

とでありますが、地方自治はあくまでも自己決定

権を持つ必要があるのではないでしょうか。お上

が決めた画一的なものではなく、みずからの目指

す地域のあり方をフイットし、自由にデザインで

きるように改革をすべきであります。

また、住民みずからが環境権や自治能力を信じ

られないという状況をつくることは、まさに民主

政治を否定するものであります。要は、２１世紀

新時代への選択肢を持ち、住民のための地方自治

を確立し、本当の自浄能力の持てる地方政策をし

っかりと立案し、実行に移すべきであると考える

ものであります。

私は、以上の視点に立ってこれから具体的な質

問を行わせていただきます。

大綱第１点の質問は、関西空港問題についてお



尋ねをいたします。

空港問題第１の問いは、南ルートについてであ

ります。

最近、特に地方空港や大都市拠点空港、すなわ

ち成田、羽田、関空など第一種空港を含めた経済

効果の実態は、ほとんど需要予測割れといった状

況であります。特に近畿圏における関西空港第２

期事業への指摘等は、非常に厳しいものがありま

す。したがって、私は南ルート実現への道は、極

めて厳しい状況下にあるのではないかと危惧する

ものであります。したがって、今後の対応につい

てのお答えをいただきたいのであります。

空港問題第２の問いは、関空の上下分離方式に

ついてであります。最近のマスコミ・新聞報道に

よりますと、かなり具体性のあるものとして検討

がなされているようでありますが、これらの状況

認識をどのように考えておられるのか、お答えを

いただきたい。

空港問題第３の問いは、第２期事業についてで

あります。先般、空港特別委員会におきましても

成田委員長を中心に現地視察を行ったところであ

りますが、地盤沈下問題や国土交通省の年間発着

回数、従来は１６万回から１３万回への軌道修正

等が示されているところであります。したがって、

私は２００７年度の供用開始は非常に困難ではな

いかと考えるものでありますが、その所見につい

てお答えをいただきたいのであります。

大綱第２点の質問は、樫井川周辺の環境整備に

ついてであります。

最近、また樫井川水系における悪臭が発生をし

ているようであります。これらの対応について、

本市がどのような対策を進めてこられたのか、お

答えをいただきたいのであります。

樫井川問題第２の問いは、樫井川周辺整備及び

水質対策についてであります。今日までその後ど

のような対応をなされてきたのか、どのような調

査をなされてきたのか、お答えをいただきたい。

あわせて、樫井川にあります江永橋等に対して、

その後大阪府はどのような見解をお持ちなのか、

具体的なことがあればお答えをいただきたいので

あります。

大綱第３点の質問は、教育問題についてであり
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ます。

教育問題第１の問いは、学習指導要領について

今日までの取り組みと今後の対応について御答弁

を賜りたい。

教育問題第２の問いは、教育施設の改善につい

てであります。本年度中に改善すべき状況、内容

について具体的にお示しをいただきたいのであり

ます。

教育問題第３の問いは、学校現場における問題

行動状況についてお答えをいただきたいのであり

ます。

大綱第４点の質問は、有事法制化問題について

であります。

有事関連３法案は、私たち国家、国民にとって

極めて重要な課題であり、問題であります。この

ことは、国民一人一人の生命や財産を守るために

もあらゆる視点からの議論が大切であろうと思う

のであります。

特に、有事法制化に伴い、政府が明示をいたし

ました法制化と都道府県、市町村の役割分担の総

則部分を見ますと、１つは避難に関する措置であ

り、２つ目は被害を最小限にするための措置であ

ります。３つ目は復旧に関する措置など、以上３

点の構成要件が示されたわけであります。本市は、

これらの対応についてどのようにお考えなのか、

お答えをいただきたいのであります。

大綱第５点の質問は、住宅問題についてお尋ね

をいたします。

まず、市営３団地についてでありますが、市営

３団地については所有権移転について控訴中であ

り、また住宅家賃支払い問題は、今議会別議案と

して提案予定がなされております。私は再三申し

上げておりますとおり、行政と市民が相争うこと

は大変問題があるということを主張してまいりま

した。これらの手法をとることはいかがなものか

ということも御指摘をいたしてまいりました。法

治国家としての法の戦略、法廷戦略視点に立つこ

とも必要ではありますが、時には行政と市民とし

てでなく、人間と人間という信頼関係に立脚し、

虚心坦懐に話し合い、その中での合意形成を図る

ことが今の時代では必要ではないかと考える一人

であります。本問題についての所見を伺いたいの



であります。

住宅問題第２の問いは、吉見・岡田府営住宅の

建てかえ問題についてでありますが、その後大阪

府との建てかえ交渉あるいは内容についてはどの

ような指示をいただいてるのか、御答弁をいただ

きたいのであります。

最後に、大綱第６点の質問は、合併問題につい

てであります。

今、全国市町村では合併論議が花を咲かせ、い

ろんな議論が展開をされているところであります。

全国で３，２１８の市町村を１，０００単位まで削減

するという国の方針について、既に２，０００有余

の市町村では合併が検討されているところであり

ます。本市としては、２００５年３月までにどの

ような目標値を持って対応されていくのか。合併

をするのかしないのか、その指針についてお答え

をいただきたいのであります。

以上、大綱第６点にわたる質問でありますが、

市当局におかれましては簡潔かつ明快な御答弁を

お願いをいたしまして、演壇からの質問を終わり

たいと思います。御清聴ありがとうございました。

○議長（角谷英男君） ただいまの島原議員の質問

に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 私の方から、有事法制問題

と、それから合併問題について御答弁を申し上げ

ます。

有事法制については代表質問、またさきの一般

質問でも御答弁申し上げましたように、現在国会

で審議中ということでございます。細かい点は

さきの質問者にもお答えいたしておりますので割

愛させていただくといたしまして、やはりこうい

う重要な法案というのは、島原議員さんも御指摘

ありましたように、慎重かつ十分な審議を経て、

国にとって最もいい内容のものでなければならな

いというふうに思っております。

そういう意味では、現在ではまだ私ども地方自

治体への説明責任も十分果たしていないようにも

思います。これは、都道府県知事会からも要望が

ありましたし、我々全国市長会からもそういう要

望をいたしております。まず、基本となるべき説

明責任をきっちりと果たして、その上で地方の意

見も聞きながら立案していくということが大切で
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はないかというふうに思っております。したがっ

て、重要な法案だけに、性急な成立を目指すんで

はなくて、十分な慎重な審議、そしてより多くの

賛同者のもとで法案が成立するというのが一番望

ましいのではないかと、このように考えてるとこ

ろでございます。

それから、合併問題については、地方分権と市

町村合併という問題でございます。地方分権一括

推進法が既に施行されておりますけれども、我々

地方自治体が分権を受けていこうというときには、

やはり一定の規模、それから面積、財政力といい

ますか、そういうことが必要だというふうに考え

ております。

また、これからの地方行財政というのは非常に

さらに厳しくなっていくということが予想されて

おります。したがって、もっと広域的な連携ある

いは広域行政を行うことによりまして、スリム化

あるいは効率化を図っていかなければいけないと

いう時代に入ってきたというふうに思っておりま

す。

そういう中で、私どもも当面、泉南市、阪南市、

岬町でこの問題について研究をしようということ

で、昨年５月に泉州南広域行政研究会を立ち上げ

たところでございまして、１３年度においては大

阪府のケーススタディー調査ということで、２市

１町のケースを想定してケーススタディー調査を

やっていただき、先般議員の皆様方にもその成果

品をお渡ししたところでございます。

一方、我々の方は事務的なレベルも含めて、そ

れぞれのまちの行政レベル、あるいは指標の一元

化ということで、一定のフォーマットをつくって、

これにそれぞれの指標なり課題なりを書いて、ま

とめつつございます。そういうことをやりながら、

広域的な連携を図りますとともに、一方では２０

０５年３月の期限のあります市町村合併特例法に

対する１つの考え方についてお示しをしていかな

ければいけないというふうに考えております。

その際、私どもはもしパートナーがあり、一緒

になった場合にどうなるのかと、メリット、デメ

リットも含めて議会あるいは市民の皆さんにお示

しをした上で可否についての御判断をいただく、

こういう機会が来るというふうに思っております。



したがって、今行っております２市１町という枠

組みがいいのか、あるいはもう少し大きなという

か、広いエリアがいいのかということについては、

今近隣の市町とも御相談をしつつございます。

近い将来、また違った方向の歩みということも

あるかもわかりませんが、いずれにいたしまして

も情報を公開する中でこの合併問題について議論

をいただきたいと。ぜひ、議会の皆様方におかれ

ましても、する、しないは別にいたしまして十分

なる議論ができるような形をつくっていただけれ

ば非常にありがたいんではないかなというふうに

思っております。

また、市民の皆様には、この６月号の広報から

シリーズでこの合併問題についてお示しをいたし

ておりますし、またいろんな機会あるごとにこの

問題についてのお話もさしていただくようにした

いと、このように考えております。

○議長（角谷英男君） 梶本総務部参事。

○総務部参事（梶本敏秀君） それでは、私の方か

ら島原議員御質問の関西国際空港について御答弁

さしていただきます。

まず、１点目でございますけども、南ルートに

ついてということでございます。

南ルートにつきましては、平成１２年度、１３

年度の２カ年にわたり、国、大阪府、和歌山県、

泉南市、和歌山市、関空会社の６者が共同して関

西国際空港周辺地域交通ネットワークに関する調

査と称し、実施したところであり、南ルートを含

む交通ネットワークが地域に与える影響について

調査、分析したものであります。

この調査では、南ルートが関西国際空港連絡施

設の代替機能を持った施設として１２年度調査で

確認され、１３年度では南ルートが周辺地域にも

たらす社会経済効果を初め、広域交通ネットワー

クと一体的な整備を進めることにより、より一層

の効果が得られることが判明したところでござい

ます。南ルートの実現に当たっては、このような

調査を着実に重ねることにより、計画の熟度を高

めていく必要があると考えております。

今回の調査により、参画された関係機関が南ル

ートの必要性を再認識したものと評価していると

ころでありまして、今後とも南ルートの実現に向

－１８５－

け努力してまいりたい、そのように考えておりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

続きまして、上下分離の御質問がございました。

上下分離方式は、空港経営を空港の土地や滑走路

を建設・保有する下物法人と空港ごとに管理・運

営に当たる上物法人に分離し、上物法人は下物法

人に使用料を払い、下物法人が負債を返済すると

いう方法で、関西、成田、中部空港を対象として

おります。

国土交通省は、この３空港の経営形態の見直し

の観点から上下分離方式を提案しており、第８次

空港整備計画を策定するために設けられた空港整

備部会でも検討されております。

最近、上下分離方式が採用された場合の試算が

発表され、これによりますと、上物法人が支払う

年間立地コストは、成田で４４７億円、関空は３

４９億円、中部は１３０億円となり、関空は現行

方式に比べ１２７億円の減となります。本市とい

たしましても、この上下分離方式が国際拠点空港

としての機能強化と関西国際空港の経営基盤の強

化に資するとの観点から、歓迎しているものでご

ざいます。

続きまして、２期事業、航空需要の件について

御質問がございましたので、これについて御答弁

さしていただきたいと思います。

国土交通省では、第８次空港整備計画策定のた

め試算した航空需要予測が同省の交通政策審議会

空港部会に示され、２００７年度関空の旅客数は

国際線１，５８０万人、国内線７６０万人で、総発

着数１３万６，０００回と今までの１６万回から１

５％下方修正となりました。

これを受けまして、２期事業供用開始の先送り

議論が取り上げられておりますが、本市といたし

ましては、激化する東南アジア各国の国際拠点空

港間の競争に打ち勝つためには、他国並みに２本

の滑走路の整備を一日も早く急ぐべきである、関

空は既に１時間当たりの発着回数がほぼ発着枠の

限界に達している時間帯が発生している、仮に供

用をおくらせた場合生じる事業費増などが関空会

社の経営に与える影響面から疑問である、という

観点から、今後とも関係団体と歩調を合わせ、２

００７年供用開始に向け、最大の努力をしてまい



りたいというふうに考えております。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 樫井川の悪臭、

水質について御答弁を申し上げます。

樫井川下流の水質及び悪臭について御答弁を申

し上げたいと思います。

水質についてでございますが、水質汚染をあら

わす１つの指標である生化学的酸素要求量――Ｂ

ＯＤで申し上げますと、平成１０年度の年平均値

が３０ミリグラム・パー・リットル、１１年度で

は２０ミリグラム・パー・リットル、そして平成

１２年度は１１ミリグラム・パー・リットルとい

うふうになっております。なお、当水域の基準は

１０ミリグラム・パー・リットル以下でございま

す。

対応についてでございますが、樫井川流域には

規制対象の事業所あるいは対象外の事業所など幾

つかの発生源となり得る事業所があり、また当流

域は泉佐野市、田尻町、泉南市と関連し、また樫

井川は二級河川であることから、大阪府の管理河

川であることなどから、樫井川の水質浄化につき

ましては広域的な取り組みが必要でありますので、

樫井川水系生活排水対策連絡会議を関係行政によ

り立ち上げており、今後とも同連絡会議で検討を

行ってまいりたいというふうに考えております。

また、樫井川下流での臭気についてですが、河

川の川底に堆積しているヘドロが主要因と思われ、

大阪府に引き続きしゅんせつの要望を行っている

ところでございますので、よろしく御理解賜りま

すようお願いを申し上げます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） 私の方から、江永

橋の改修、そして住宅問題につきましてお答えい

たします。

まず、江永橋の改修についてでございますが、

府道鳥取吉見泉佐野線にかかります江永橋の改修

につきましては、かねてから地元要望がございま

して、管理者でございます大阪府に対しまして、

機会あるごとに橋の拡幅、改修について要望を行

ってまいっております。

－１８６－

しかしながら、大阪府としましては、現状の財

政下で橋のかけかえ並びに改修につきましては難

しく、これまでにいわゆる車両の円滑な交通処理

対策としまして、橋の取りつけ部分の路肩整備、

また拡幅工事を行うなど、車の対面通行が図れる

よう改善に努めているところであると聞いており

ます。

また、既設の歩道橋がございますが、これにつ

きましては自転車のすれ違いが窮屈な状況である

ことから、今年度におきまして既設歩道橋につい

て構造的な拡幅が可能かどうかを検討するとのこ

とで大阪府より聞いてございますので、よろしく

お願いします。

続きまして、住宅問題の市営３団地問題につい

てでございますが、砂原、高岸、氏の松の各市営

住宅につきましては、平成１１年１月に所有権移

転登記手続請求事件として、大阪地方裁判所堺支

部に提訴されて以来２年１０カ月にわたり、１３

回の審理がされてまいりました。

そして、昨年１１月９日に第１審での判決があ

り、判決内容は「原告らの請求をいずれも棄却す

る。訴訟費用は、原告らの負担とする。」という

市の主張が十分考慮された内容となったわけでご

ざいますが、去年１１月２７日に原告側が判決を

不服として大阪高等裁判所に控訴し、本年２月５

日に控訴提起を行っております。これに対しまし

て、本市としましては残念ではございますが、応

訴をもって対応していくこととしておりますので、

よろしくお願いいたします。

続きまして、府営住宅建てかえ問題でございま

すが、府営吉見岡田住宅の建てかえ事業につきま

しては、昨年６月、自治会長、自治会役員の連名

で大阪府知事あてに要望が出され、昨年９月に大

阪府より自治会長、自治会役員へりんくうタウン

への移転建てかえができないとの回答がなされて

おります。この回答を受けまして、自治会におい

て昨年の１０月に岡田集会所で現地建てかえの賛

否を問う集会を開催した結果、大阪府営吉見岡田

住宅岡田地区は、現地建てかえを受け入れること

に決定したと報告を受けております。

また、今後の予定といたしましては、本年度は

基本設計費等を計上しており、１５年度に実施設



計、１６年度以降に建築予定と聞いてございます。

なお、第１期工事として、府営住宅の海側の空

き地に住棟を建築し、入居者の移転が済み次第、

２期工事に着手すると聞いております。

今後とも大阪府と連絡を密にし、情報の交換に

努め、また入居者の意見等が取り入れられるよう、

可能な限り大阪府に働きかけてまいりたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（角谷英男君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 島原議員さんからの教育

問題に関する件のうち、学習指導要領への対応に

つきましての御質問にお答えをしたいと思います。

今般の学習指導要領改訂の趣旨は、学力を単な

る知識の量のみではなく、学ぶ意欲、思考力、判

断力、表現力を含めて学力ととらえることが必要

とされております。そのため、基礎・基本を確実

に定着させるための教育内容を厳選し、それによ

って生まれました時間的なゆとりの中で、きめ細

かい教育活動を進めていくことや、観察・実験、

調査・研究、発表・討論などの体験的、問題解決

的な学習を重視し、新しいいわゆる生きる力を育

成するところにあります。

基礎・基本を確実に定着させるため、各学校に

おきましては指導方法や指導形態についての研究

がここ数年来行われております。具体的には、国

や府の加配教職員を活用いたしまして、１クラス

を２つの学習集団に分割したり、２クラスを一度

合併いたしまして、それを３つの学習集団に分割

したというような少人数学習集団によるきめ細や

かな指導の工夫などがございます。

教育委員会といたしましては、各校の教頭、教

務主任から成ります情報交換会を通じまして、少

人数の学習集団によるきめ細やかな指導方法につ

いての研究を深めていく計画でございます。

また、体験的、問題解決的な学習につきまして

は、総合的な学習の時間を中心として進めてまい

りたいと、このように考えてございます。

総合的な学習の時間につきましては、各校では

二、三年前から試行されておりまして、週３時間

の割合で実施されます。学習内容といたしまして

は、国際理解、環境、福祉、情報、人権に関した

内容につきまして、各学校でのその地域の特色や

－１８７－

子供の発達段階に応じて編成されています。また、

学習の形態といたしましては、子供が自分たちで

課題を見つけ、考え、判断し、行動し、問題を解

決していくという流れになってございます。

教育委員会といたしましても、総合的な学習の

時間に講師として参加していただく地域の人々や

専門的な知識を持たれた方に対しまして、ほんの

少しではございますが謝礼とか、あるいはそれに

要する消耗品代を予算化するなど、財政的な面で

援助をしてまいっております。

学習指導要領の１年目がスタートしたばかりで

ございますが、教育委員会といたしましてはその

趣旨が生かされるように今後とも努めてまいりた

いと考えておりますので、よろしく御理解をお願

いいたしたいと思います。

○議長（角谷英男君） 中村教育総務部長。

○教育総務部長（中村正明君） 学校施設の改善に

ついての御質問の中で、今年度中に改善するもの

は何かという具体的な御質問がございました。お

答え申し上げます。

まず、ことしの１つの大きな目玉としてのこの

改善に関する事業としては、先ほどからも申し上

げておりますけども、今年度は幼稚園全９園の耐

震予備診断を行うということでございます。これ

は、今年度の当初の骨格予算に計上いたしており

ます。また、通常、日常的な修理、修繕、そうい

う予算も当初予算で学校施設整備ということで３，

０００万円を計上いたしております。

このほかに、今議会に上程いたしております補

正予算、これに新たな施設を保全、活用する意味

での費用、これを計上してるものが幾つかござい

ます。

主なものだけ申し上げますと、まず幼稚園では

樽井幼稚園の遊戯室の整備、これは各幼稚園年次

的に施設保全を行っている一環でございます。そ

れから、小学校については各学校の非常警報、自

動火災報知設備、これを整備するというものでご

ざいます。それから、中学校については信達中学

校の屋内体育館の屋根を保全すると。これは貴重

な資産ですから、維持、保全のために今手を入れ

ておくというものでございます。

これらは今回補正予算に計上いたしております



ので、この後、後日また御審議いただくわけでご

ざいますけども、施設を大切に活用するという保

全という意味で、当初予算、あるいは骨格予算で

計上いたしております。なお、大規模な改修とい

うことになりますと、これは数日来からお答えい

たしておりますけども、まず全体の施設整備計画

をつくる。そして、具体的に年次的な実施計画を

つくる。それに基づいて学校施設の改善を行うと

いう計画的なスタンス、これを今後絶対に持って

おかなければならないと、そう考えております。

御理解のほどお願い申し上げます。

○議長（角谷英男君） 中野教育指導部参与。

○教育指導部参与兼指導課長（中野辰弘君） 中学

校での問題行動の現状について御答弁申し上げま

す。

少年非行につきましては、現在戦後第４の波を

迎えていると言われており、平成１３年度大阪府

におきましては刑法犯少年の検挙・補導人員は１

万４，６３３人で、前年に比べ４７１人、率にしま

して３．３％の増加となり、平成６年度以降８年連

続して全国で最も多い状況になっております。

本市におきましては、平成１２年度までは増加

傾向でありましたが、平成１３年度に対教師暴力、

生徒間暴力等の問題行動につきましては半減して

います。平成１４年度５月末現在の調査によりま

すと、中学校の対教師暴力は２件、生徒間暴力は

４件、器物損壊４件と、昨年度とほぼ同様であり、

暴力行為については一定の歯どめがかかったと考

えております。

しかし、平成１３年度の調査ですけれども、喫

煙生徒がかなり目立っております。教育委員会と

いたしましては、喫煙の問題は重要な問題と受け

とめ、学校に対してさまざまな指導・支援をして

まいりました。具体的には、市内全小学校６年生

から全中学生に「禁煙指導パンフレット」を配布

し、青少年期の喫煙の危険性について指導をお願

いしました。

また、泉南市小・中・高等学校生徒指導研究協

議会において、小・中・高一貫した喫煙防止教育

の取り組みをお願いし、指導の手引を各学校に配

布したところです。各学校におきましては、今年

度の重点課題として関係機関とも連携し、喫煙防

－１８８－

止教育に積極的に取り組んでいます。教育委員会

といたしましては、今後とも児童・生徒の健全育

成に向け、各関係諸機関と連携しながら禁煙教育

を推進していきたいと考えていますので、よろし

くお願いしたいと思います。

○議長（角谷英男君） 島原君。

○１６番（島原正嗣君） 今、一通りの御答弁をい

ただいたわけでありますが、再度質問をさしてい

ただきます。

まず、関西空港の問題は、現在まで中村空対室

長と言われた方が担当しておったんですが、今度

秘書課長が空港を担当することになったようであ

ります。おめでとうございますと言っていいのか

どうかわかりませんが、いずれにしてもこの関西

空港は、泉南市にとって切っても切れないと申し

ますか、密接不可分の関係にあるわけです。

ただ、問題は、今南ルートの問題についても御

答弁をいただいたわけでありますが、現在御存じ

のように国の財政も非常に苦しい状況でありまし

て、一昨日から議論が展開されております国土交

通省の日本の道路をどうしていくかという見直し

を中心に、新しいメンバー構成をしてスタートし

たようであります。

これは、国土交通省というのは道路だけではな

しに、日本全国にある空港のあり方も１つは私は

問われてるのではないかと。特に関西圏における

５０キロ半径、あるいは１００キロ半径の中には、

御存じのように伊丹空港があり、関西空港があり、

さらにまた神戸空港ができ上がっていくと。琵琶

湖とか丹波とかいうようなことも言われておりま

すけれども、こういう関西空港を中心とした、大

阪圏を中心とした５０キロ、１００キロ圏内に３

つも４つも空港があること自体がどうかなという

財界からの指摘もございます。

そういう面では、南ルートについては、これは

やっぱり需要予測割れということもありまして、

当時私どもが主張してまいりました南ルートをぜ

ひひとつ実現するために陳情にもまいりましたけ

れども、そういう時期とは、時代とは、若干変化

してるのではないかなというような気もいたしま

す。よほど力を入れてやらないと、いわゆる陳情

だけだということになるのではないかということ



を危惧するわけであります。

幸いにして、本市には松浪代議士もいらっしゃ

いますし、隣の県の和歌山県では二階さんが当時

運輸大臣をされておりまして、陳情にも行ったよ

うな気がしますけれども、状況がかなり変わって

おりますので、この南ルートについてはどうかな

というふうに思います。

また、分離方式につきましても、これはやっぱ

り将来の空港経営という面から見まして、財界の

方からもいろいろ異論が出てるようでありますが、

これらの取り扱いについてもやっぱり慎重を要す

るのではないかなというふうに思います。

第２期事業につきましても、第８次空港整備計

画の中には確かにきちっと位置づけがあるわけで

ありますけれども、先ほど申しましたようないわ

ゆる需要予測との関係、１６万回から１３万回に

軌道修正をしたという、この現実は変わらないわ

けであります。したがって、若干供用開始がおく

れてくるのではないかなというような心配をする

わけでありますが、そのことについては意見とし

てかえておきます。空港委員会でまた議論がある

と思いますが、私はそんな思いをしておるわけで

あります。

要は、私は関西空港推進派ですけれども、地元

と共存共栄できるという当初の発想した理念、い

わゆる関空埋め立て工事に伴う公有水面埋立法に

基づく地元市としての意見が果たして生かされて

いるかどうかということについても１つの疑問を

持ちます。そういった意味で、関空に対する基本

的な考え方だけはきちっと、言うべきものはきち

っと言っていくということをぜひひとつとってい

ただきたいなと。

先般も御質問ありましたように、空港問題につ

いてはさまざまな関連する私たち地域住民にとっ

ては問題点が残されてるわけでありますから、も

っときちっとした対応をしていただきたいなとい

うように思います。

それから、樫井川問題でありますが、昔ですと、

公害時代と言われた時代でありますと、一般的に

は、あるいは全国的には川の関係が非常に汚い、

汚れているという、いわゆる自然環境を破壊する

１つの要因にもなっておりました。今、環境基本

－１８９－

法が１９９３年に施行されましてから、かなり河

川の整備等もなされてまいりました。

しかし、樫井川に対しては、まだまだ昔のよう

な状態であります。何もコンクリートでその周辺

を固めてしまえということではなくて、やっぱり

もっとらしい川にしてほしいなと。ほんとにその

地域の住民がその川で散歩したり、あるいはそれ

ぞれ子供たちが遊んだり、トンボをとったり、カ

エルをとったりできるような、そういう自然体の

川にならないだろうかと。立派な川を持ってるわ

けでありますから、もっと地域の方々とも一体に

なってこの河川の改修というものについてもっと

もっと力を入れるべきではないかなと思います。

河川の問題、二級河川等につきましては、国の

方でもやはりその地域と連帯をして、有効に利用

できるような河川のあり方を問うというようなこ

ともあります。そういう意味では、自治体に河川

のあり方をどうするかということが問われてる部

分もあるわけであります。樫井川、依然として、

今も御答弁がありましたように、今度はヘドロの

においがするのではないかなというようなことも

おっしゃっておりました。あの周辺には牛をたく

さん飼っておりますから、その牛のふんのにおい

ということもありますが、いずれにしても、もっ

ともっと新しい時代に合ったような環境整備をし

てもらわないと、その周辺の人は非常に迷惑をし

てるわけであります。

私の下にもフジ住宅さんがもう大体整地ができ

まして、今売り出しに回っております。私のとこ

にもフジ住宅さんから電話がありました。島原さ

ん、ちょっと買う人を世話してやというようなこ

となんですが、私も二、三当たりましたけど、あ

んなとこにおいするのにあくかいやと言って、そ

んな意見を言う人もあります。いずれにしても、

せっかくああいう立派な開発もでき、立派な川と

いう水系を持っている１つの財産でもあります。

ゆうべに公明党さんの北側先生の講演会に私も

参りまして、太田知事の顔も見ましたんですけど、

よっぽど文句言うたろかなと思ったけど、ああい

う場で文句言うのもどうかなと思いますが、もっ

ともっと原課の方としては、市長としては、やっ

ぱり大阪府知事にも現地に来てもらって状況を見



ながら、当時の関西空港当初には樫井川を緑と花

の河川にすると、こういうＰＲをしたんですよ。

わざわざ言うてきたんですよ、りんくうタウンの

関係者が。まあ見とってください、ちゃんと花を

咲かせますと。

花の命は短いみたいですけども、パッと咲いて

パッと散る。たった１回、何か植えていただいた

ような、市長は御存じかどうか知りませんが、何

か花を植えてもらいました。ところが、水害がそ

の年あったもんですから、ものの３カ月ももたな

いままバーッと流されて、もうそのままなんです

よね。

当時は１０億ほど入れるというような、飛行機

から見て、泉南市の樫井川沿いの上を飛んだら、

ああ立派な花が咲いてるなというような、外国人

が見ても美しいというふうな感覚の持てるような

川に変えますわというような企業局からの話もあ

りました。

いずれにしても、過ぎたること及ばざるごとし

でありまして、何一つできてないわけであります

けれども、ぜひひとつ、せめてカエルや蛍が飛べ

るような水系にしてほしいなと、そんな思いがあ

ります。

ここに川の専門家もおるようですけれども、男

里川のことは男里川に任して、樫井川は樫井川で

僕に任してもろうた方が一番スムーズに行くので

はないかと。縄張り争いだけはしたくありません

で、ひとつ樫井川の、私が住んでるということで

はなしに、ひとつぜひムネオハウスみたいなこと

のないように、地元の声を私は伝えておきたいと

思います。

それから、水質の関係ですが、今、油谷部長さ

んですか、おっしゃったように、標準値はいろい

ろ数字を言われましたけども、１１か１２か１３

かちょっとわからんですが、この樫井川の場合の

水質ですね。あるいは全国の河川の水質の基準と

いうのは、平均基準は幾らですか。ちょっとそこ

だけ教えてください。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 申しわけござ

いません。当水域の基準は１０ミリグラム・パー

・リットル以下でございます。

－１９０－

○議長（角谷英男君） 島原君。

○１６番（島原正嗣君） わかりました。

それから、教育問題でありますが、今教育長か

ら御答弁をいただいたわけでありますが、問題は

１年、去年の４月からいいますと１年、学校５日

制の試験的なものが行われてるわけでありますが、

ただ全体的に学力――今まで学校５日制ではなか

ったわけですね。一般の授業を若干カットして、

地域のいろんな文化とかさまざまなことに対して

の知識を教えていくと、こういうことがありまし

た。ただ、小学校、中学校の場合は、特に中学校

の場合は進学という問題がありまして、中学校や

小学校で時間カットされた部分は、その部分が塾

に回っておるというようなこともいろいろ言われ

ております。

学校現場では、こういういわゆる授業カットし

た部分の補いといいますか、それは十分できてる

と、時間が短縮されても、学校５日制になっても、

その部分の補いは従来どおり何の変化もないとい

うことかどうか、そのことをちょっとお答えくだ

さい。

○議長（角谷英男君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 今の御質問でございます

けれども、確かに授業時間数の方は数時間少なく

なってございます。ただ、各教科とも、あるいは

ほかの領域とも、教えます内容的なものが相当厳

選をされて、各学年の今まで１年生で学ぶ分が２

年生、あるいは２年生で学ぶ分が３年生という形

で、多少圧縮されたような形でございますけれど

も、教える中身の内容につきましては相当圧縮さ

れた形で、最低基礎・基本的に小学校は６カ年間、

中学校では３カ年間で学ぶべきこと、この辺が厳

選された形で今回の新しい指導要領ではカリキュ

ラムが組めるようになってございます。

そして、その多少圧縮されてる時間数の分で週

大体３時間でございますが、中学校にありまして

は多少その週の設定時間が３時間あるいは４時間、

ちょっとまた違った形での時間割の編成というも

のがございますけれども、その総合的な学習とい

う学習の中で、いわゆる今新しく言われておりま

す知識の量だけを見ての学力ということではなく

て、いろんな形の総合的な生きる力をはぐくむた



めの学力と申しますか、そういうものに視点を置

いた総合的な学習の取り組みということに時間を

多少割愛をしております。

ただ、基礎・基本の徹底ということにおきまし

ては、各学校では先ほどほかの議員さんからの御

指摘もございましたが、週に１時間多くなってる

のではないかというような、そういうこともござ

いましたが、そういった意味で補修的な授業、い

わゆる教科での徹底をするための繰り返しが必要

とされるようなもの、こういったものについては、

その時間を使うような形での学習展開がなされた

り、あるいは家庭に戻っての課題学習という形で

のテーマが与えられたり、こういった形で対応し

てるということでございますので、従前までの教

科の学習とはやや中身が多少違ってきてるという

ふうに理解いただけたらと、このように思ってお

りますので、よろしくお願い申し上げたいと思い

ます。

○議長（角谷英男君） 島原君。

○１６番（島原正嗣君） 時間も大分少なくなりま

して、あと９分ですけれども、この発言残時間と

いう機械をつけていただいて、議長にお礼を言っ

ていいのか、市長にお礼を言っていいのかわかり

ませんが、これ何や１５０万円もしたらしいです

な。そんなんやったら、和光電気に行ってお互い

１，０００円ほど出したら、朝起き、目覚ましの時

計があるんで、それを配った方が経済的ではなか

ったかなと思うんで、これ１５０万円と聞いても

うびっくりしてるんですけども、これ１個だけが

１５０万円らしいですわ。

クーラーも、上からほこりが落ちるし、ごみが

落ちるし、これクーラー入れたら２億ぐらいかか

るんと違うかなというような気もありまして、恐

縮して、これちゃんとしてくれやというようなこ

ともよう言いません、あれだけで１５０万円とい

うような話ですから。今考えたら、私は前々回な

んか言った張本人ですけれども、議長と言って、

あと何分残ってるんじゃいと言って聞いて質問す

る方が愛着があったような気がいたしますね。こ

れはちょっと冷た過ぎるような感じがします。

（発言する者あり）いや、これも１つの話や。黙

っといてくださいよ。あんた、すぐ人のこととる

－１９１－

けど。

失礼しました。お許しをいただきたいと思いま

すが、市長、有事法制、今、国会でもまだどうも

この３法案は引き延ばしと、継続審議ということ

になりそうですが、自治体としても、特に本市は

関西空港を持っておる市でありますし、有事とい

うのは戦争ですから、そのときにどうするのかと

いうことを含めて、やっぱりもっとこの阪南９市

ですか、の自治体の長さんとも協議されておると

思いますが、どうぞ万遺憾ないように対応できる

ような考えをまとめていただきたいなというよう

に思います。

別に戦争に行くのが怖いとか、恐ろしいとか、

そういうことではなしに、やっぱり有事の問題と

いうのは、市長も御指摘あったように、市民の生

命、財産を守るとても大事なことでありますから、

いつ世の中どないなるかわかりませんので、その

点十分研究、検討していただきたいなというふう

に思います。

それから、住宅問題が若干ありますが、後に回

しまして、合併問題であります。

市長の御答弁を聞きますと、これは恐らくもう

合併ないんと違うかなというような、私の直感で

すが、そう思いました。ただ、合併をするのには

まず何が大事かということは、やっぱり合併協議

会をつくることですね。議会はまだそういうもの

がない。任意のものは多少動いておりますけれど

も、本市の場合は全然ない。もうこれ、あれでし

ょう、平成十何年ですか、２００４年か５年です

か、までにやらなあかんでしょう。

そうしますと、時間的に例えば泉南市から岬町

までの合併にしてもいろんな問題が出てくるので

はないか。まして、泉佐野、田尻町、泉南という

のは関西空港の地元でありますから、この市をの

かすというのもどうかなというような気がします

し、そういう意味では、合併問題はひとつ市長と

しての政治姿勢としてどうするかというのを聞い

ておかないと、議員から合併せえ、あるいは住民

から合併せえということもできますけれども、問

題は３期目通ってまだほやほやですけれども、そ

ういうことも含めて、余り合併を急ぐと、うちの

市長がずうっと合併しても市長をやっていけると



いうことになれば一番いいんでしょうけれども、

そういうこともいろいろの市町村ではいろんな問

題があるようです。

特に淡路島なんかは、いろいろ合併しようかと

いうふうな、この前テレビで放映しておりました

けれども、なかなか一緒になろうとスタートした

んやけど、１町が反対してなれないという事情も

ありますからね。いろいろな利害得失というもの

があると思うんです。

そういう意味では、市長の考え方というものが

第一に、合併するかしないかということは、やっ

ぱり市長自身の政治判断が中心になってくるので

はないかなというふうに思います。したがって、

決めるのも市長であり、行政であり、議会である

わけでありますから、そういう面では市長が合併

問題をどうしていくんかというふうにひとつ判断

をしていただきたい。

それと、聞き置くところによりますと、大阪府

は大阪府全体の市や町――村はあるのかどうか知

りませんが、１つにして、東京都と同じような大

阪都にしたいと、太田さんはそういう判断をして

いるようです。けども、大阪市は特別区に磯村さ

んはしてほしいと。そういうふうな関係する動き

もあるようです。

したがって、大阪府の構想、あるいは大阪市の

特別区という構想、いろいろ議論がこれから展開

されると思いますけれども、いずれにしても泉南

市はどちらの選択肢を選んでいくのか。やっぱり

市民にも議会にも市長の判断が問われるところで

ありますから、その点の整理要件をぜひしておい

てほしいというふうに思うんですが、市長どうで

すか。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 大阪府は大阪市と一緒にな

って大阪都を目指したいというのが知事の意見で

ございます。大阪市は特別市、これは今法律でな

いんですが、それを目指したいということで、意

見の違いがございます。

この周辺につきましては泉南、阪南、岬でやっ

ておりますが、一方では熊取以南３市３町中核市

という構想もあるわけでございます。中で若干温

度差があるというのも、これはそれぞれの立場も

－１９２－

ありますし、あって当然かなというふうに思いま

す。

ただ、期限が迫っておりまして、法定合併協議

会ができても、やはり２年ぐらいはかかるという

ふうに言われておりますので、そうすればことし、

今年度ですね。今年度に１つの考え方をお互いに

共有しないと、なかなか実現は難しいというふう

に思っております。

したがいまして、私はどちらかといいますと前

向きに考えておるわけでございますんで、今の２

市１町の枠組みと、それからもう少し広いエリア

ということも含めて、今近隣の市長、町長とお話

をしているところでございますんで、これからの

推移にもよりますけれども、ことし中で一定の方

向が出せるのか出せないのかという時期だと、こ

のように考えております。

○議長（角谷英男君） 島原君。

○１６番（島原正嗣君） 結婚するのに結婚相手を

きちっと定めないと、ちょっと間違った方向にも

走りますんで、ぜひお願いしておきたいと思いま

す。

あと２分しか残っておりませんが、住宅問題で

あります。

市営３団地の問題は、今日までこの議会におい

ても皆さんそれぞれ熱心に議論が交わされました。

私は、演壇でも申し上げましたように、あるいは

従来の議会でも主張さしていただいておりますよ

うに、やっぱりもうそろそろ市長も話し合いとい

う原点に返ってもらえんだろうかなと。地の利、

人の和、天の声、こういうのが政治家の１つの手

法、政治の要諦でもあります。そういった意味で

は、もう国においてもハンセン病やヤコブ病等の

いろいろ国に対する裁判もありましたけれども、

結果はやっぱり住民の意思を尊重しながら和解と

いう方向に行ったと。

この所有権移転登記の問題も、払い下げができ

ないというんなら、どういう形で建てかえをする

かということの方に着目をした方が、私はお互い

の信頼関係に基づいたことになるのではないかな

と思います。裁判所に頼んで判断をしてもらうの

も結構ですけれども、泉南市のことは泉南市がや

っぱり解決をしていくという、そのリードはやっ



ぱり向井市長さんでありますから、いろいろなこ

とも言われたり、それはいろんな問題もあろうと

思いますよ。思うけれども、やっぱりそこは胸襟

を開いて、市長が、おい、３団地の会長ちょっと

来いやと、どういう形で建てかえしたらいいんや

というくらいなことは、僕は誠意を持ってお互い

話し合いをすれば、決して難しい問題ではないと

思うんです。

１回か２回か、正副議長にお願いして調整をし

てもらったわけでありますけれども、残念ながら

うまくいかなかったようでありますけれども、ま

だまだ時間はあるわけでありますから、ぜひこの

３団地のいわゆる所有権移転問題も含めて、それ

から後で議案で出てくる家賃の問題も、払え、払

うと、そういうことではなしに、確かに市長のお

っしゃるように権利と義務はきちっとせなきゃい

けませんけれども、そういう中でもいろんな過去

の経緯というものがあるわけでありますから、や

っぱりさすが向井市長さんだなと言われるように、

ひとつ調整をしてやってほしいなと。特に、助役

さんは市長をスケ役するわけでありますから、や

っぱりそこの仲介に立ってやってほしいなという

ふうに思います。

国の方でも、委員会でも言いましたように、刑

事の場合は割かし……

○議長（角谷英男君） 時間でございます。

○１６番（島原正嗣君） ありがとうございます。

そういうことでありますので、ひとつそこらあた

りはぜひ市長、配慮してほしいなと。意見だけ言

いまして終わります。

○議長（角谷英男君） 以上で島原議員の質問を終

結いたします。

これにて一般質問を終結いたします。

午後１時まで休憩いたします。

午後０時１分 休憩

午後１時１分 再開

○議長（角谷英男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次に、日程第３、泉南監報告第２号 例月現金

出納検査結果報告から、日程第７、泉南監報告第

７号 例月現金出納検査結果報告までの以上５件

を一括議題といたします。

－１９３－

本５件に関し、監査委員の報告を求めます。監

査委員 薮野 勤君。

○監査委員（薮野 勤君） 議長の許可を得ました

ので、ただいまから平成１４年１月、２月、３月、

４月の例月現金出納検査を執行いたしました結果

を報告いたします。

地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づ

き、平成１４年１月分は平成１４年２月２６日、

平成１４年２月分は平成１４年３月２５日、平成

１４年３月、４月分は平成１４年５月２８日に井

上監査委員と私が監査を執行いたしました。

これについては、一般会計、特別会計等収入役

扱い分並びに水道事業会計分の関係資料を中心に、

出納関係諸帳簿及び証拠書類、現金預金現在高に

ついて収支内容を照合したところいずれも符合し

ており、出納は適正に行われていたものと認定い

たします。

以上、甚だ簡単ですが、検査報告といたします。

なお、当報告とは直接関連ございませんが、地

方自治法第１９９条第４項に基づく定期監査を実

施いたしましたので、その結果につきましてはお

手元に配付いたしておりますので、あわせて御報

告させていただきます。

○議長（角谷英男君） ただいまの監査委員の報告

に対し、質疑等ありませんか。――――大森君。

○４番（大森和夫君） 泉南市の特に税金の問題、

滞納問題が大きな問題になってますけども、そこ

で１つ事務的なことをお聞きしたいんですけども、

分納誓約という制度がありますけども、この制度

についての説明を一度聞かしていただきたいと。

何人かの高額滞納者の方がこの制度を利用されて

ると思うんですけども、この制度についてお聞き

したいんで、お願いいたします

○議長（角谷英男君） 大森君に申し上げます。質

問の趣旨を間違いなく。変えて質問してください。

大森君。

○４番（大森和夫君） 分納誓約制度というのがあ

りますけども、毎月きっちり制度の中で税金が入

ってるのかどうか。分納誓約が守られてるのか、

そういう点から分納制度の内容と毎月きっちり税

金が制度を守られて、誓約が守られて入っておら

れるのか、その点を報告していただきたいと思い



ます。

○議長（角谷英男君） 薮野君。

○監査委員（薮野 勤君） ただいまお手元に配付

いたしております徴税状況につきましては、その

ページが次の資料の中で先ほど申し上げました１

月、２月、３月、４月分の中にその状況の報告を

上げております。それをごらんいただきたいと存

じます。

ただいま分納制度についての問題が大森議員か

ら質疑の中で出てまいりましたが、制度上の問題

につきましては監査とは直接関係ございませんの

で、ただいまそのように報告申し上げておきます。

○議長（角谷英男君） ほかにありませんか。――

――井原君。

○１番（井原正太郎君） １点だけお聞きいたしま

す。

定期監査報告の中でも数点にわたって監査結果

の問題点、あるいは指導もいただいておるとこな

んですが、特に本議会で一般質問の中でも問題に

なりました同和更生貸付基金、この基金の現在高

等のデータを見ておりましても、その基金本来の

姿、それが見えにくいような形になっておりまし

て、今になって問題になっておるわけなんですけ

ども、監査の立場から、こういう基金がたくさん

ありますけども、特に問題とならなかったのか、

あるいはまた、全く気がつかなかったのか、ここ

ら辺をちょっと教えていただきたいと思います。

○議長（角谷英男君） 薮野君。

○監査委員（薮野 勤君） ただいまの御質問でご

ざいますが、特別会計の中で監査の中で論議がな

かったのかということでございますが、そこまで

の配慮、論議はいたしておりません。

○議長（角谷英男君） ほかに。――――北出君。

○１２番（北出寧啓君） この間、バランスシート

が出されました。水道会計なんかもともと貸借対

照表を使っておりますけれども、今バランスシー

トで発生主義的な会計を導入しようかという流れ

が日本の自治体の中で来ておりますけれども、そ

の点監査委員、今後の監査のあり方、あるいは何

らか、例えばバランスシートが出てきた段階で監

査のやり方は多少変わってきたのか。

合規性とか合法性とか、そういう数値読み上げ

－１９４－

とか、私監査委員のときはもうそれはやめにした

方がいいんじゃないかというふうに言わしていた

だいた経過もあるんですけれども、その辺の監査

執行の状況で何らかの変化、あるいは今後の展望

でちょっとお考えがございましたら御説明いただ

きたいと思います。

○議長（角谷英男君） 薮野君。

○監査委員（薮野 勤君） ただいまの質問でござ

いますが、監査の報告に直接はございませんけれ

ども、それに対しまして私の監査の姿勢の中で、

お許しをいただきまして申し上げさせていただき

ます。

行政が財政改革に取り組みます現況におきまし

て、行政評価の導入を始めたということは、各自

治体の間に急速に活発化しております。行政運営

の改善につながる制度化を図って、政治活動の中

にシステムとして組み込んで、そして実施の段階

を迎えておりますが、従来監査は原則としては財

務監査であったものが行政監査へ、規格的な監査

権限の拡大が行われまして、今日はさらに自治体

の外部監査に当たるものとして経済性、効率性、

効果性の３Ｅを検証する人、物、金、情報につい

てのバリュー・フォー・マネー、いわゆるＶＦＭ

監査を目指して行政経営改革に向かって動き出し

ておるということは周知のことかとも存じます。

そのためには、精緻な会計情報ということが必要

になってきておりますので、おのずからバランス

シートの作成につきましても今後監査の中でまた

論議を進めてまいりたいと、このようにも思って

おります。その必要性は当然かと考えております。

○議長（角谷英男君） 北出君。

○１２番（北出寧啓君） 適切な御答弁、ありがと

うございました。これから外部監査も含めて行政

評価を具体的なツールとしてＮＰＭも展開されて

きてますので、今後とも監査の方でよろしくお願

いいたします。

○議長（角谷英男君） ほかに。――――和気君。

○１９番（和気 豊君） １点だけお伺いをしたい

というふうに思うんですが、１２年度決算でも非

常に２０億に近い滞納額があったと、こういうこ

とでありますが、その滞納処理について、もう１、

２、３、４――４月までの監査ですから、出納閉



鎖に向けてあと５月１カ月を残すのみ、そういう

重要な時期の監査であったと。滞納繰り越しとい

うまさに行政にとって最大の課題とも言うべきこ

の問題について、行政がどういうように取り組み、

その効果はどういうふうにあらわれてきたのか、

具体的に監査の中で指摘していただく点があれば

お伺いをしたいと、こういうように思います。

○議長（角谷英男君） 薮野君。

○監査委員（薮野 勤君） ただいまのお尋ねでご

ざいますけれども、もう御承知のごとく、徴税率

が非常に悪い状況でございまして、監査の中にお

いては、その徴税率アップについては協議をいた

しまして、再度の要請もいたし、指摘もいたして

おります。できれば皆さんの行政の方でそれに対

して鋭意努力していただいて、徴税率のアップと

いうことは、もう最大の１つの行政の基本でござ

いますので、頑張っていただいておるということ

の報告を受けております。細部にわたりましての

数字的な問題につきましては、事務局の方で答弁

さしていただきます。

○議長（角谷英男君） 津野総合事務局長。

○総合事務局長（津野和也君） 滞納部分について

でございますが、この数字につきましては、お手

元に御案内しておりますように、平成１３年度の

４月末現在の数値しか私どもは今現在つかんでお

りません。この部分なり、税関係につきましては

不納欠損等々いろんな問題点もございますので、

その辺につきましては来月の７月の２日に５月分

の出納検査がございますので、それまでに税の方

に詳細の資料を提出するようにお願いするつもり

でございます。

○議長（角谷英男君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 数字はもう既にいただい

ております資料によって明らかでありますから、

さらに突っ込んで詳しくは求めません。

監査委員さんにもう１点だけお伺いをしたいと

いうふうに思うんですが、滞納繰り越しをどうい

うふうに処理していくかということでとられてい

る手法として換価処分ですね。いろいろな土地あ

るいはその他の有価証券、物件等を金にかえてい

くと、押さえて金にかえていくという方法と、そ

れから１つは先ほどから出ております分納誓約を

－１９５－

とって、それが確実に履行されるようにやってい

くと、あるいは誓約書をとっていくと。

いろんな方法があると思うんですが、具体的に

は、私今申し上げた３点ぐらいが大きな手法であ

ろうというふうに思うんですが、その点でこの手

法がどういうふうにこの出納閉鎖期をあと１カ月

に控えた４月までの段階で効果を上げているのか、

その辺監査をしておられればお示しをいただきた

い、こういうように思います。

○議長（角谷英男君） 薮野君。

○監査委員（薮野 勤君） ただいまの御質問でご

ざいますが、監査の中で、先ほども申し上げまし

たように、いわゆる徴税課の方の督励をいたしま

して、本議会においてもその論議の重ねられた状

況を踏まえまして、書類の書式的分納、その他に

つきましての処理を十分に配慮しながら、なおそ

こでもって徴税効果が上がらない場合においては、

本会議場の論議もございますように、いわゆる抜

本的な対策の中で、その内容を明らかにするかと

いうところまで論議を重ねておりますので、今後

とも監査の中で特にそのあたりについては督励し

てまいりたいと思っておりますので、よろしくお

願い申し上げます。

〔和気 豊君「結構でございます」と呼ぶ〕

○議長（角谷英男君） ほかに。――――以上で監

査委員の報告に対する質疑を終結いたします。

以上で監査報告５件の報告を終わります。

この際お諮りいたします。本日これより上程予

定の報告及び議案のうち、議案第７号から議案第

８号までの２件並びに誓願第１号を除く他の報告

及び議案につきましては、いずれも会議規則第３

７条第２項の規定により、委員会の付託を省略し

たいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ

って、本日これより上程予定の報告及び議案のう

ち、議案第７号から議案第８号までの２件並びに

誓願第１号を除く他の議案につきましては、いず

れも委員会の付託を省略することに決しました。

次に、日程第８、報告第１号 専決処分の承認

を求めるについて（平成１３年度大阪府泉南市一



般会計補正予算（第８号））を議題といたします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（角谷英男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。上林助役。

○助役（上林郁夫君） ただいま上程されました報

告第１号、専決処分の承認を求めるについて（平

成１３年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第８

号））につきまして御説明を申し上げます。

議案書１ページをお開き願います。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分いたしました平成１３年度大阪府泉南市一

般会計補正予算（第８号）について、同条第３項

の規定により議会に報告し、承認を求めるもので

ございます。

専決理由につきましては、平成１３年度の実施

事業に充当される起債が融通決定されたことに伴

いまして起債の限度額に変更が生じたもの、並び

に決算見込みによる減額など、歳入歳出予算及び

繰越明許費の予算措置を専決処分したものでござ

います。

内容につきまして簡単に御説明を申し上げます。

３ページをお開き願います。歳入歳出それぞれ

１億６３万４，０００円を減額し、歳入歳出の総額

をそれぞれ２１１億２，４２３万６，０００円とする

ものでございます。

歳出の主なものについて簡単に御説明を申し上

げます。

恐れ入りますが、１７ページをお開き願います。

老人医療助成費の扶助費３，１２３万４，０００円の

減額でございますが、これは当初見込みより対象

者数が減少したことにより減額するものでござい

ます。

次に、同ページ、障害者医療助成費の扶助費７

０９万１，０００円の減額でございますが、これも

当初見込みより対象者数が減少したことにより減

額するものでございます。

なお、老人、障害者、母子家庭に対する医療助

成の財源につきましては、平成１３年度から大阪

府の補助率が５分の４から５分の３に削減されて

おりますので、これを市費で補う予算措置を歳入

－１９６－

の部で計上いたしております。

次に、２２ページをお開き願います。都市計画

総務費の積立金３，７１５万２，０００円でございま

すが、これは財団法人泉州都市環境創造センター

の寄附金を初め、緑化事業寄附金などを緑化基金

に積み立てるため補正するものでございます。

次に、２３ページをお開き願います。公共下水

道費の繰出金３，７６２万１，０００円の減額でござ

いますが、これは下水道事業の特別会計の事業確

定に伴いまして一般会計からの繰出金を減額する

ものでございます。

次に、同ページ、砂川樫井線新設事業費の委託

料の減額４４０万円、及び工事請負費の１，２４０

万円の減額でございますが、これは物件所有者の

了解が得られず、土地測量、物件調査が未執行に

なったもの、並びに入札執行に伴います落札額の

減でございます。

次に、２６ページをお開き願います。公共施設

整備基金費の積立金１，８３４万円でございますが、

これは本市開発指導要綱に基づきます開発者協力

寄附金の増加などに伴いまして公共施設整備基金

に積み立てるため補正するものでございます。

また、地方債の変更につきましては９ページか

ら１０ページ、また１１ページの第３表では繰越

明許費につきましてそれぞれ記載いたしておりま

すので、よろしくお願いを申し上げます。なお、

歳入の明細につきましては、１３ページから１６

ページにかけて記載のとおりでございます。

以上、甚だ簡単ではございますが、説明とさせ

ていただきます。よろしく御審議いただきまして

御承認賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（角谷英男君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――和気君。

○１９番（和気 豊君） 今報告案件の提案趣旨に

ありましたように、中身については起債充当、融

通起債の発行が認められたので、一般財源とそれ

を振りかえる、こういう趣旨なんですが、具体に

ちょっと聞いていきたいというふうに思うんです

が、一般財源を起債に振りかえた分について、ち

ょっといろいろ見たんですが、非常にわかりにく

い。ちょっといかほどになるのか、お示しをいた

だきたい。非常に赤字がさらにふえているという



ことなんですから、ちょっと赤字減らしを意図的

にやられてるんではないというふうには思うんで

すが、その辺お示しをいただきたい。

それから、もう１つは、余り起債全体ではふえ

ておりませんのでお聞きをしたいというふうに思

うんですが、事業を先送りしたことによっていわ

ゆる減額になった起債。起債トータルは５８０万

ですから、余り大したことはないわけですが、し

かし中身をこうやって見てみますと、やはり意図

的な部分があるんではないかなと。これは私から

見ればそうですけれど、原課からいえばやっぱり

非常にやりくりに苦労されて、こういう手法をお

とりになったんだろうと、赤字をできるだけ減ら

すためにね。そういうふうには思います。それで、

その辺をお聞かせをいただきたいというふうに思

うんです。

それから、当然ここには入ってくる歳入の処理

をやっておられない。５月末間に合わなかったん

だろうというふうに思います。しかし、これには

出てこない、いわゆる隠れた単年度赤ですね。こ

れはどれぐらいになるのか、お示しをいただけた

らというふうに思います。

それから、具体に聞いてまいりたいと思うんで

すが、１４ページ、ここでほんとに１億きりきり

の減額補正なんですが、そのうちで圧倒的に民生

費の補助金が歳入の方では減らされている、こう

いうことで、減った理由についてはよくわかりま

す。

当然、大阪府から５分の３の補助が入ってくる

やつが対象者の違いで少なくなったということな

んですが、これによる市が、対象者が丸々１００

％であればこういうことにはならなかったんでし

ょうけれど、本来市が１００％であればこれだけ

持ち出さなければならなかった。ところが、減っ

たことによって泉南市もこれだけ財源の持ち出し

が少なくてよくなった。この辺の数字をお示しを

いただきたいと、こういうふうに思います。

それから、母子医療も府の補助が減額になって

いると。これは対象者が減っているんだろうとい

うふうに思うんですが、これについては歳出の方

でそれを受けた項目がないように思うんですが、

いわゆる括弧書きで４５６万９，０００円、これは

－１９７－

特定財源ということであるんですが、実際に持ち

出しがこれだけ少なくなったという、この項目は、

ここのところがないんですね。１８ページに確か

にあります、１８ページの一番頭にね。ところが

中身がないんですよ。この辺はどうなのか、お示

しをいただきたいというふうに思います。

それから１点お聞きをしておきたいんですが、

いわゆる起債とそれから一般財源との相殺をされ

たと。簡単に言いますとね。

それと、もう１つ、例えば赤字がこれだけふえ

ているわけですから、やっぱり赤字を減らしてい

くという方法での会計処理ですね。これで例えば

基金ですね。公共施設整備基金、かなりあるとい

うふうに思うんですが、この公共施設整備基金を

充てて少しでも赤字を減らして、市民に赤字がこ

れだけで済んだんだと。市民の人心を安寧させる

ためにも、やはり赤字を減らしていくと、基金を

取り崩してでも赤字を減らしていくと、こういう

手法をおとりにならなかったのかどうか。この点

もお聞かせをいただきたい、こういうように思い

ます。

○議長（角谷英男君） 谷財務部長。

○財務部長（谷 純一君） 和気議員の御質問、４

点か５点あったと思うんですけども、順次説明さ

してもらいます。

まず、先ほど助役の方が今回の補正予算の専決

理由述べさしていただきました。その中で、毎年

この専決補正につきましては行っているわけでご

ざいますけれども、最終事業が確定いたします。

そういった中で地方債が確定してくると。そこで

限度額の改正を行わなければならないということ

で、今回この地方債の補正をさしていただきまし

た。

そして、この地方債につきましては、トータル

では５８０万円の増額ということで今回補正をさ

していただいております。そして、この地方債の

補正は、先ほども申しましたように事業が最後、

最終的に確定してくる。それでもって、そのほか

特定財源、補助金等も確定してまいります。その

中で地方債を決定してくるわけでございますけれ

ども、今回のこの補正では、一般財源相当分とし

ましては基金の繰入金、これは公共施設整備基金



繰入金、前回までは、補正前は４億４６２万７，０

００円の現計予算であったわけですけれども、今

回事業費等の減額がございまして、今回２，９１６

万９，０００円の減額をさしていただいております。

ですから、この辺がほかにこの事業費だけと違い

まして、経常経費に係る補助金等の減額もござい

ますが、それも当然トータルの中で相殺もしてま

いりますけれども、この事業につきましては公共

施設整備基金の繰入金で措置をしたということで

御理解のほどお願いしたいと思います。

それと、あと事業費を先送りしまして、それで

地方債を云々という御質問があったと思うんです

けども、この地方債につきましては、最終確定す

る場合にはその当該年度全体の事業の地方債を決

定します。そして、それを予算化します。そして、

先送りというのは、予算上では繰越金という形で

翌年度に残っていくということになってくると思

うんですけれども、この繰越金の分につきまして

も、当該年度で地方債を起こしますという許可を

いただかなければなりませんので、この平成１３

年度地方債の限度額につきましては、１３年度全

部の事業についての地方債というふうに御理解を

お願いしたいと思います。

それと、民生費の補助金の件で御質問があった

と思います。この分につきましては、先ほど助役

の方が説明をしましたように、平成１３年度に補

助率が５分の４から５分の３に変わっております、

医療費の分。その分で当初予算にはまだ５分の４

という形で補助金を計上しておりましたけども、

今回５分の３に減額――これは府の制度で５分の

３になったんですけども、その５分の１相当額の

分について、この民生補助金で減額さしていただ

いたということで、御理解のほどお願いしたいと

思います。

それと、赤字を減らすということで、基金を減

らして、そして赤字を減らしていくという手法で

すね。それをとるべきではないのかという御質問

でございました。

この基金ですね、現在、公共施設、それから公

債費管理基金という大きな基金があるわけでござ

いますけれども、いつもこの場で説明さしていた

だいておりますけれども、これにつきましてはあ

－１９８－

る程度今後も財政、要するに弾力的に運用したい

ということもありまして、翌年度にもやはり一般

財源が必要になってくるということもあります。

そういった中で、この基金につきましては、いつ

も毎年度繰り入れの状況を考えながら減額したり

してるということでありますので、御理解のほど

お願いしたいと思います。

○議長（角谷英男君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 私の質問が悪かったのか、

十分私の質問の意をお酌み取りいただけずにお答

えになったのか、よくわからないんですが、再度

お聞かせをいただきたいというふうに思うんです

が、結局一般財源ですね。起債が充当されたこと

によって、一般財源の持ち出しが減ってるわけで

しょう。この分は幾らなのかという極めて簡単な

質問をしたんですが、ちょっと額についてお示し

をいただけなかったので、５８０万でいいんです

か。何か数字を言われたのはその１点だけですか

ら、再度お聞かせをいただきたい。

それから、事業を先送りして起債が減額になっ

たいうやつはあるでしょう。１６ページに道路整

備事業債というやつがあるでしょう、２，３３０万。

これなんかは、結局予定しとった事業ができなか

ったことによって、起債の充当の必要がなくなっ

たと、こういう分でしょう。だから、そういうも

のも出てきますから、結局実際に一般財源が起債

充当でこれだけ持ち出しが少なくなったんだ、こ

ういうやつを教えてください、こういうふうに言

ったんです。

それと、いわゆる赤字減らしのために、やっぱ

り市民の皆さんは、赤字がこれだけ出てるという

ことを発表されますと、泉南市の財政は大変やな

と、もうほんとに会計操作上やりくりして、会計

操作も含めてほんとにもうちょっと赤字を減らす

ようなことはできなかったのか、こういうような

素朴な疑問は出ると思うんですね。そういう点で

は、基金の取り崩しが可能ではなかったのか。こ

れも素朴な質問なんです。これをお聞かせいただ

きたかったんです。

それから、先ほどの老人医療助成の問題ですが、

これはむしろ原課からお答えいただけるんかなと

いうふうに思ったんですが、老人医療助成、障害



者医療、母子医療ですね。この関係については対

象者が減ったと。それの市へのはね返りは。大阪

府からこれだけ８，０００何ぼ減ってきたわけです

から、泉南市もそれだけ、それに見合う額ですね、

持ち出しが少なくて済むわけですから。それも今

は５分の２泉南市は予定せなあかんわけでしょう。

この５分の２の持ち出しが少なくなったわけです

から、かなりの額になると思うんですが、それは

一体いかほどなのか。

４００万の母子医療のあれもありますが、わず

か４００万ですが、しかし母子医療についても一

定歳出で市の持ち出し減というのが当然起こって

くるだろうというふうに思うんですよ。少なくな

ってるわけです。ところが、それの記載がない。

一体どういうことなのか。

２回同じことを言うてる。よう聞いて答弁して

ください。

○議長（角谷英男君） 谷財務部長。

○財務部長（谷 純一君） 先ほど、事業費の中で

地方債の関係で一般財源がどれだけ要するに減額

になったかという御質問についてお答えさしてい

ただいたつもりなんですけども、事業費につきま

しては、ほとんど公共施設整備事業繰入金、それ

によって措置をしております。そして、今回この

事業につきましては、要するに国庫補助金の各事

業の減額もございます。それから、地方債等の減

額あるいは増額もあるんですけども、ございます。

その中で、今回その地方債につきましては、５

８０万円の増額という形になってるんですけども、

要するにその中で今回歳入の方で調整さしていた

だいたこの基金繰入金の公共施設整備基金繰入金

が事業に充当して一般財源という理解――今回の

この補正でですよ、理解しておりますので、この

２，９１６万９，０００円というのが今回の補正の事

業費の一般財源の減額であると、このように理解

をお願いしたい、こういうことでございます。

〔和気 豊君「あとのもう１つあるやん。もう

１つあるやん」と呼ぶ〕

○財務部長（谷 純一君） それと、もう１つ、赤

字の分でございますけれども、これにつきまして

は後でその１４年度の専決の方で出てくるんです

けども、平成１３年度、３億余りの赤字が出てお

－１９９－

ります。それについて繰上充用してるわけでござ

いますけれども、この赤字につきましては、最終

的には基金とかそういった中で財政運営もしたい

ということもありまして、基金を減らして赤字を

減らしていくというのも１つの方法であろうかと

思いますけれども、それもございますし、また財

政的にある程度経費を節約しながら赤字を減らし

ていくという方法もございます。

ただ、最近につきましてはそういったところが

難しいということもありまして、この財政運営の

中で財政調整というんですか、その目的でもって

公共施設整備基金、それから公債費管理基金を使

ってるということもありますので、そういった形

でまだその赤字を減らすという議論だけじゃなし

に、財政調整という形で基金を使っていきたいと、

こういうように考えております。

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 医

療費の関係について御答弁申し上げます。

財源の持ち出しの関係でございますが、まず老

人医療費で申し上げますと、歳入が５，７８３万５，

０００円の減額ということになってございまして、

その内訳といたしまして、補助率の減に伴うもの

が３，３７１万円、そして医療費の減に伴いますも

のが２，４１２万５，０００円ということになってご

ざいます。そして、１７ページの歳出の方で扶助

費で３，１２３万４，０００円の減額ということにな

ってございますので、それを計算いたしますと、

老人医療費の方では２，６６０万ほどの財源、市の

持ち出しがふえるということになります。

結局、府の補助金の減がありますね。それがも

う一遍申し上げますと３，３７１万円、それと医療

費の減が２，４１２万５，０００円ということで、差

し引き７１０万９，０００円が……。

済みません。その数字と３，３７１万円から補助

金の率の下がったものと、医療費の差額というん

ですか、医療費との差額７１０万９，０００円があ

るわけでございまして、それらを計算いたします

と２，６６０万１，０００円ということの――補助金

で５，７００万余り減額してるわけでございますが、

実際上２，６６０万円の影響額が出るということの

計算です。ちょっとわかりにくいと思いますが。



もう一度申し上げます。まず、５，７８３万５，０

００円の補助金を減額してるわけですね。（和気

豊君「そうでしょう。対象者が減ったおかげでね」

と呼ぶ）はい。対象者が減ったことと、それと補

助率の減と両方あります。その内訳といたしまし

て、補助金の減に伴いますものが３，３７１万円、

そして医療費の減に伴いますものが２，４１２万５，

０００円ということでございまして、それの差額

ですね。それとの差が７１０万９，０００円という

形になるわけでございます。

それから、歳出の方の３，３７１万円からその差

額分７１０万９，０００円を引かせてもらいますと、

２，６６０万ほどの市の負担というんですか、これ

がふえるという形になるわけでございます。

それと同じような計算をいたしまして、障害者

医療費の方では１，２７０万ほどが出てきます。そ

れと母子医療につきましては、これにつきまして

は予算でもお願いしておりますのが、補助率の減

という形でお願いいたしてございますので、この

４７７万円がそのまま市の負担という形になるわ

けでございます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 和気君。３回目です。

○１９番（和気 豊君） ３回目ですね、２回同じ

ことを言うたんやけど。御配慮いただけない。

大田さんね、あなたの言うことは、確かにこの

表ではそうなんですよ。ところが、あれでしょう、

５分の３になるいうことは当初からわかっとった

ことやから、それは持ち出してきたらぐあい悪い

わけです。むしろ、医療費が対象者が減ったこと

によって２，４１２万５，０００円と。これが補助の、

いわゆる医療費に関係して府から減ってきた補助

でしょう。そしたら、これに見合う泉南市の持ち

出しは少なくなってるわけです、対象者が少なく

なったことによってね。そうでしょう。この分を

僕は聞いてるんです。わかりますか。

その５分の３については、５分の４から５分の

３になるということは、当初から予算計上されて

るんですよ。あるいは補正で――これはいつから

でしたかね。当初からですか。当初からでしょう。

これは最初から予定されてるんです。そんなもん

引っ張り出してきたら、実際上それは５分の３に

－２００－

なったことによる減です。それは最初からわかっ

てた。

いわゆる対象者が少なくなったことによってこ

れだけ少なくなった、持ち出しが少なくなったん

やと、市の財政にむしろプラスに反映したんや、

こういう枠をそれぞれ老人から障害者から母子、

この３つについて教えてくださいと、こういう質

問なんです。

それと、先ほど公共施設管理基金というのは、

調整には充てたいんだけれど、基本的にはこうい

う赤字減らしには充てずに、やっぱり将来の大型

公共事業に資する財源と、こういうことで確保し

ておきたいんだと、こういうことですね。それ１

点だけ、イエスかノーかお答えいただければ結構

です。

○議長（角谷英男君） 谷財務部長。

○財務部長（谷 純一君） 公共施設整備基金とい

いますのはもちろん目的基金でございまして、公

共事業に充当するという大きな目的がございます。

ですから、大型公共事業であれ小さい事業であれ、

その事業、一般財源がもし不足する場合にはこの

公共施設整備基金を充当してまいりたいと、こう

いうことでございます。

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 老

人医療費の方で７１０万９，０００円、そして障害

者医療費の方で２３２万１，０００円の持ち出しが

少なくなるということでございます。

以上でございます。

〔和気 豊君「母子医療抜けてるのは」と呼ぶ〕

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 母

子医療につきましては、医療費の減がございませ

ん。

○議長（角谷英男君） ほかにありませんか。――

――以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―討論なしと認めます。

これより報告第１号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ



って報告第１号は、原案のとおり承認することに

決しました。

次に、日程第９、報告第２号 専決処分の承認

を求めるについて（平成１３年度大阪府泉南市介

護保険事業特別会計補正予算（第５号））を議題

といたします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（角谷英男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。上林助役。

○助役（上林郁夫君） ただいま上程されました報

告第２号、専決処分の承認を求めるについて（平

成１３年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補

正予算（第５号））について御説明を申し上げま

す。

議案書３１ページをお開き願います。専決の理

由でございますが、平成１４年２月までの１１カ

月間の実績から推計いたしますと、介護給付額等

に不足が生ずることになり、介護給付額及び国庫

負担金等の予算の補正措置が必要となったことか

ら、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき

専決処分をしたものでございます。

歳入歳出の明細につきましては、３７ページか

ら３９ページに記載のとおりでございます。

以上、甚だ簡単ではございますが、説明とさせ

ていただきます。よろしく御審議の上、御承認賜

りますようお願い申し上げます。

○議長（角谷英男君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――成田君。

○１８番（成田政彦君） 歳出の中で介護サービス

等諸費で２，４１６万９，０００円になっとるんです

けど、この中身についてちょっとお伺いします。

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 介

護サービス等諸費の補正額２，４１６万９，０００円

というわけでございますが、この中身につきまし

ては以下に記載いたしております居宅介護サービ

ス給付費、それに施設介護サービス給付費、居宅

サービス計画給付費の３項目の分でございます。

○議長（角谷英男君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） そら、予算書の歳出を見

－２０１－

たらわかりますわな、これ。歳出は３９ページを

見たら、ここに１、２、３と、介護サービスの諸

経費ということで、それがふえたと。これはだれ

が見てもわかりますわ、こんなん。質問する必要

ないわ、そんなん。私は、具体的にどういうふう

にそれがふえたのかと、２，４００万。そうでしょ

う。１年トータルして、集計間違いがあったのか、

当初組んだ予算と２，４００万もふえたんだから、

具体的にどういう点に市として見込み間違いがあ

ったのか、どういう部分でふえたのか。質問する

必要ありませんで、この答えやったら。そんな、

なめとんなよ。

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） ま

ず、これの補正の理由でございますが、先ほども

助役の方から、財務部長の方からありましたが、

さきの３月議会でも補正をお願いしておったとこ

ろでございますが、前回の補正につきましては、

８カ月間の給付実績のもとによりまして推移さし

ていただいて補正予算を組ましていただいたとい

うところでございますが、今回１１カ月の実績か

ら見込み直した場合不足が生じることから、再度

補正をお願いするということでございますので、

よろしくお願い申し上げます。

○議長（角谷英男君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） あのね、質問時間が限ら

れてますので、その８カ月の実績が今度１１カ月

の実績ということだから、３カ月の実績というこ

とでこの２，４００万が上げられとるんですけど、

そうしたら居宅サービスですから高齢者が大体何

人ぐらいふえて、大体金額で１人当たりどれぐら

いふえたと、そういう点で補正を組む必要があっ

たと、こういうふうに説明するのは僕は納得しま

すけどね。ほな３カ月なら何人ですか。大体どの

ぐらい人数ふえたんですか、高齢者の。そして、

どのぐらいの費用、１人当たりふえたんですか。

このようにふえたからと、対象者がこれだけふえ

て、それだけ基金がかさむからこうなりましたと

いう説明だったら僕はわかりますけどね。

○議長（角谷英男君） 中脇介護保険課長代理。

○健康福祉部介護保険課長代理（中脇一雄君） 大

変申しわけございません。実は当初予算につきま



しては前年度比、前年度の費用と、それからそれ

を当初積算いたしましたワークシートといいます

平成１２年から平成１５年までのそれぞれの費用

の比較をいたしまして、１２年度時点の実績で約

７０％近くの数字ということで、この１４年度の

当初予算につきましては、総トータルの中で大体

７０％ということで予算の配分をさせていただい

たところでございます。

今回の補正につきましても、トータルベースで

それぞれ月ごとの積算を８カ月の実績をもとに１

２カ月に推計したもの、これを前回補正をさして

いただいたんですが、今回はさらにより厳密に１

１カ月をもとに実績を推計さしていただいて、補

正をお願いしているところでございます。

○議長（角谷英男君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） 大体、８カ月の見込みで

予算を立てると。今度１１カ月でまた訂正すると。

本来、当初予算は１年分の１２カ月で立てるのは

当たり前のことやないですか。実績は対年度、１

年分の介護サービスなどに諸経費でどのぐらい人

数がいて、どのぐらい対象の金額があったことを

積算した上で、１２カ月で出すべきだと思います。

８カ月でこういうことをするから、こういう２，４

００万という見込み違いが出てくると。

私は、その不足額を本来だったらこの基金とい

うのは、今高い介護保険料とか利用料にこれを充

てるべきでないというのは我が党の主張なんです

けど、こういうふうにこのお金を充てられたら、

そもそも見込み違い、８カ月という、そういう本

来１年で組むやつをこういうふうに計算してやっ

たら、いつもこういうふうに出てきて、基金から

繰り出していくというんだったら、最終的に基金

がなくなっちゃうという、そういうこともありま

すよ。当初予算にきっちりとそれは組むべきじゃ

ないですか。なぜ８カ月にしたんですか、これ。

それは国の方針、そういうことですか。

○議長（角谷英男君） 中脇介護保険課長代理。

○健康福祉部介護保険課長代理（中脇一雄君） 今

回の補正で基金の積立額を確かに減少さしていた

だきました。当初から当然費用を７０％に見たと

いうことでございますので、基金の積み上げも逆

に積立額がふえていたという解釈になります。で

－２０２－

すから、基金の積み立てを当初予定したよりも今

回は減額をさしていただいた。しかし、１２年度

で基金として積んでおりますものはそのままに据

え置いてございますので、そのあたりは御了承お

願いいたしたいと思います。

それから、実は１２年度の段階で非常に当初の

積算と乖離があったということで、財政サイドと

いろいろ調整いたしました結果、まず介護保険制

度につきましては非常に歴史が浅いと。１２年度

からスタートしてまだ間がないということで、ま

ずもってその実績をどう見るのかという点で、毎

月毎月、例えば６カ月単位でも着実にその伸びを

計算しながら予算措置をしていこうということで、

今回このような結果になった次第でございます。

○議長（角谷英男君） ほかに。――――和気君。

○１９番（和気 豊君） 今の問題に関連してなん

ですが、在宅サービスには７項目あるというふう

に思うんですが、ここには介護サービス――これ

は介護サービスと施設サービスですね。ごめんな

さい。もう細かいことは聞きません。

ただ、在宅介護サービスですね。これは１１カ

月でより正確な数値が出てきたというふうに思う

んですが、需要、受けるべきサービスに対して大

体今供給はどれぐらいになっているのかですね。

居宅介護サービス、在宅サービスと施設サービス

についてお示しをいただきたい。

それから、この在宅サービスは、今までの御答

弁では、８カ月実績の答弁の段階では大体４０％

ぐらい――サービスの供給率がですね。４０％前

後と、こういうふうにお聞きをしておるんですが、

その辺が引き上がったのかどうか。引き上げるた

めにどう対策を講じておられるのか。この辺につ

いてもお聞かせをいただきたい。もちろん、その

ためにはなぜ４０％に、この低率に甘んじなけれ

ばならないのか、この辺の原因究明をどういうふ

うにしておられるのか、そのことについてもお示

しをいただきたい。

○議長（角谷英男君） 中脇介護保険課長代理。

○健康福祉部介護保険課長代理（中脇一雄君） ２

点御質問があったと思います。１点は、在宅サー

ビスと、それから施設サービスの供給率はどうか

という点でございました。



それにつきましては、和気議員がおっしゃいま

したように、在宅サービスについてはほぼ４０％

を推移してございます。ただ、それぞれの種類ご

とで申しますと、若干の違いがございます。訪問

介護、いわゆるホームヘルプサービス等はかなり

７０％近く当初の事業計画に近づいてございます。

それから、通所サービス等のデイサービス、これ

についても当初から９０％あるいは１００％に近

い数字を推移してございます。

一方、訪問介護、それから訪問看護につきまし

ては、逆に少し低下傾向にございます。４０％か

ら３０％台程度のところにいっております。この

原因については、まだ私どももしっかりと状況を

分析いたしておりません。ただ、一方一般的に居

宅サービスの中でウエートを占めるものは、やは

りホームヘルプサービス、それからデイサービス

と言われてございますので、そのあたりは一定の

成果が出ているのかなということで考えてござい

ます。

一方、施設サービスについてでございますが、

これについては供給率といいますか、そのあたり

は少し我々そういう出し方をしてございませんで、

ほぼ整備、計画、今の現状の入所者につきまして

は、大体特別養護老人ホームで１２０名、それか

ら老人保健施設、これで６５名程度、それから療

養型で３月までは３５名程度というような数字で

ございました。

もう１点御質問があったと思いますが、サービ

スの利用向上につきましては、これはまた現在も

開催をいたしております事業計画等推進委員会で

十分に御意見をお聞きしながら努めてまいりたい

というふうに考えてございます。

○議長（角谷英男君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 結局、８カ月推計、それ

が１１カ月の段階、実績になってもほぼ数字につ

いては、供給率については４０％前後だと、こう

いうことであります。問題は、結局受けれない方

が、認定を受けてサービスの供給にありつきたい

と、こういうふうに思っておられても、６割の方

がサービスの供給を受けられていない、こういう

現実があるわけですね。

この辺はやっぱりその原因究明を――僕は今言

－２０３－

うたことじゃないですよ、これ。何回も一般質問

でもこの問題を取り上げ、一般質問では足らんか

ら、前回は議案の中でも言わしていただきました。

原因究明をやらずして、なぜ手当てできるんです

か。ここに原因があるいうことがはっきりして、

そしてそれに基づく具体的な手当てが出ていくわ

けでしょう。一番肝心な原因究明やられない。

結局、うちの介護保険がこれだけ府下３位の高

額になっているのも、結局当初２人の体制でやら

れたという、実態調査を軽んぜられたと、こうい

うボタンのかけ間違いから来ている。何回も言わ

していただいてる。今になっても原因究明やられ

ない。こういうことには非常に遺憾だというふう

に思います。そういうところから余剰金、これは

やっぱりしかるべくワンサイクル３年の中で処理

をされると、これが当たり前のことではないかと

いうふうに思います。

推進委員会に余り――推進委員会、推進委員会

て言われるけど、推進委員会もさりながら、行政

の本当に利用者を重んじた対応の仕方こそ今待た

れているんではないか、こういうふうに思います

よ。原因究明をやらんと、何で推進委員会に原因

究明考えてもらうんですか。どれだけの人がそこ

で当事者の声を１００％反映できるんですか、あ

の推進委員のメンバーで。入っておられるのには、

介護保険にかかわってる家族の会ですか、そうい

う人ぐらいやないですか、具体的に実態を反映で

きる人いうのは。そうでしょう。

だから、もっと実態調査に力を入れていただき

たいなと、こういうふうに思います。そして、ほ

んとに苦しんでおられる皆さんの実態に対応した

あり方をこそ具体的にやっていただきたいなとい

うふうに思うんですよ。市長どうですか。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 介護保険はまだ歴史が浅い、

２年目ということでございます。まだまだ全体的

な統計的なもんも含めて十分な基礎データが整っ

ていない部分、揺れ動いてる部分もあるというふ

うに思います。御指摘いただいた点も含めて、改

善すべきところ、あるいは改善すべき内容につい

ては、おっしゃるとおり今後十分抽出をして、改

善すべきは改善していくように指導いたします。



○議長（角谷英男君） ほかに。――――以上で本

件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―討論なしと認めます。

これより報告第２号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ

って報告第２号は、原案のとおり承認することに

決しました。

次に、日程第１０、報告第３号 専決処分の承

認を求めるについて（平成１３年度大阪府泉南市

下水道事業特別会計補正予算（第４号））を議題

といたします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（角谷英男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。上林助役。

○助役（上林郁夫君） ただいま上程されました報

告第３号、専決処分の承認を求めるについて（平

成１３年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正

予算（第４号））について御説明を申し上げます。

議案書の４１ページをお開き願います。地方自

治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分い

たしました平成１３年度大阪府泉南市下水道事業

特別会計補正予算（第４号）につきまして、同条

第３項の規定により議会へ報告し、承認を求める

ものでございます。

専決理由につきましては、平成１３年度実施事

業に充当される起債が融通決定されたことによる

起債限度額の変更、決算見込み額の決定に伴う歳

入歳出予算の減額補正措置を専決処分したもので

ございます。

４３ページをお開き願います。歳入歳出の総額

をそれぞれ７，７１４万８，０００円減額いたしまし

て、歳入歳出の総額をそれぞれ２２億２，１４８万

２，０００円とするものでございます。

４９ページをお開き願います。歳入の主なもの

について簡単に御説明申し上げます。

分担金及び負担金９３８万９，０００円の減額で

－２０４－

ございますが、これは受益者負担の減額でござい

ます。

次に、使用料及び手数料１２８万４，０００円の

減額でございますが、これは下水道使用料の減額

でございます。

次に、繰入金３，７６２万１，０００円の減額でご

ざいますが、これは歳出の減額に伴う一般会計繰

入金の減額でございます。

次に、諸収入２，４７５万４，０００円の減額でご

ざいますが、これは消費税の確定に伴う減額でご

ざいます。

次に、市債４１０万円の減額でございますが、

これは下水道事業債の確定による減額でございま

す。

続きまして、歳出の主なものについて簡単に御

説明を申し上げます。

５１ページをお開き願います。総務管理費は、

南大阪湾岸中部流域下水道組合及び南大阪湾岸南

部流域下水道組合維持管理負担金等の執行確定に

より４，７７１万８，０００円の減額でございます。

下水道建設費につきましては、府施工の流域下

水道建設費分担金等の精算によりまして１１８万

４，０００円の減額でございます。

次に、公債費でございますが、当初予定いたし

ておりました発行利率が金利情勢により低金利で

発行いたしましたことによりまして、８８４万７，

０００円の減額でございます。

また、議案書の４７ページの第２表地方債補正

につきましては、先ほど御説明申し上げました下

水道事業債の確定により、限度額を４１０万円減

額するものでございます。

以上、簡単ではございますが、説明とさせてい

ただきます。よろしく御審議の上、御承認賜りま

すようお願いを申し上げます。

○議長（角谷英男君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――成田君。

○１８番（成田政彦君） 新家地域の流域下水はい

つごろ完成して、面整備は新家地域の――ＪＲの

上やね、計画はあるのかどうか、ちょっとお伺い

したいんですけど。

○議長（角谷英男君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） お答えいたします。



現在、中谷病院――駅の下から駅を渡りまして

ＪＲ、イトーピア、サングリーン方面、それと府

道を通りまして狐池、砂川台団地、この方面に向

かって今幹線を整備しております。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） 新家地域の公共施設のい

わゆる水洗化の問題、今後出てくると思うんです

けど、南海の樽井駅はもちろん水洗化されたんで

すけど、ＪＲの新家駅、これは住民の皆さんから

非常に要望が多くて、皆さん御存じポッチャン便

所で、非常ににおいがきついということで、非常

に苦情が出ております。ＪＲに私どもが聞いたと

ころ、ＪＲの赤字とは言わないんだけど、ＪＲは

非常に財政的に厳しい面があるということでちょ

っと口を濁したんですけどね。

これは市として４駅の公共、毎日使うトイレで

すので、この水洗化、樽井は終わったんですけど、

ＪＲ新家駅の水洗化については、僕は早急に、泉

南市が負担するかどうかという問題は別なんだけ

ど、この問題について、駅の負担というのは基本

的には会社が負担するんだと僕は思うんですけど、

その点ちょっと市の方から、今後流域下水は新家

の方へ行くんですけど、そのＪＲ新家駅の水洗化

の問題はどういうふうに考えとるのか、強く、僕

は市が負担せよとは言わないけど、ＪＲ、あのぐ

らいの水洗のお金だったら大したことないと思う

んですけど、その辺は市としてＪＲの駅の水洗化

の問題はどう思ってますか。

○議長（角谷英男君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） 新家駅の接続の問

題だと思いますが、今現在事業中でございますの

で、今後接続につきましては課題として検討さし

ていただきますので、よろしく。

○議長（角谷英男君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） それと、駅の場合の面整

備の場合、受益者負担というのがあるんですけど、

駅の場合はどこまでが受益者負担になるのか、駅

の水洗化に当たっては。市は樽井駅なんかどうい

うふうに計算して、負担金を駅の方から取るのか。

そういう問題出てきますわな、恐らくＪＲと交渉

したら。早急にやるのかどうかということで、そ

－２０５－

の点はどうですか。

○議長（角谷英男君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） 新家駅の受益者負

担の問題でございますけども、樽井駅の方を参考

にいたしまして今後検討していきたいと、このよ

うに思ってます。

○議長（角谷英男君） 成田君。３回目です。

○１８番（成田政彦君） 樽井駅を参考にする。樽

井はもう出とるんですわ。参考でなくて、樽井駅

は幾らで計算したのかと、僕はそれを聞いただけ

ですわ。参考にするといったら、別に僕質問せん

でいい。その点ちょっと最後に。どの程度か。

○議長（角谷英男君） 前川下水道課長。

○都市整備部下水道課長（前川正博君） 申しわけ

ございません。私の方から御説明申し上げます。

鉄道用地につきましては、成田議員御質問の各

項目によりまして受益者負担金の賦課率が若干、

免除率が違ってございますので、御報告申し上げ

ますと、踏切道等につきましては１００％減免さ

していただいております。それから、駅の構内で

ございますが、駅舎、それからプラットホーム等

につきましては２５％を減免させていただくとい

うことでございまして、先ほど御質問にございま

した新家駅あるいは樽井駅等、今後接続あるいは

協議をさしていただく場合には、その辺も提示し

ながら十分協議を進めさしていただきたいという

ふうに考えておりますので、御理解よろしくお願

いいたします。

○議長（角谷英男君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） ５３ページに補正後の地

方債の現在高が示されているんですが、結局１年

間で発行した起債が５億何がし、これがふえて、

１６５億近いいわゆる借金額になっている。これ

が一体いつごろピークになるのか、その辺の予測

についてお伺いをしたいというふうに思います。

といいますのは、結局一般会計から繰入金が１

２億８，６００万、だんだんこれふえてきてるわけ

ですね。若干事業が減ったから減ってるわけです

が、１２年度とでは１３億になんなんとしている。

それで、結局受益者負担金が５，６００万ほどしか

入ってこない。それから、下水道使用料が１億４，

０００万、両方で２億足らず、こういうことで、



結局歳入の多くを一般会計からの繰り入れ、こう

いうことに依拠せざるを得ない。こういう状況が

いつまで続くのか。

こういうことについては、やはり際限なくどん

どんこの事業をやられる。これは一定市民に還元

される快適な生活環境を保障するという点で大事

な点なんですが、そういう点を考えると、もう少

し一気呵成にやるのがいいのか、それとも慎重に

一定財政をにらみながらやるのがいいのか、その

辺の見きわめというのが非常に大事になってくる

だろうというふうに思います。

ちなみに、受益者負担金ですね。これの滞納、

あるいは下水道使用料の滞納額ですね。あるいは

面整備に本当は当たっている場所。もう本管が引

かれて、もう後はそこへジョイントするだけと、

こういう状況になってるにもかかわらず、負担が

多いがためになかなかいわゆる接続ができないよ

うな家庭、これはないのかどうか、この際改めて

聞いておきたいなというように思います。

○議長（角谷英男君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） 接続の問題でござ

いますけども、いわゆる面整備の終わりましたと

ころについては、当然接続していただくというこ

とで、まだそら１００％は接続してないと思いま

すけども、御承知のとおり、今年度に４００件ほ

ど接続の調査を予定してございます。ここで現状

を把握して、さらに明確にしていきたいと、この

ように考えております。

○議長（角谷英男君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） 今、資料を取りに

行っておりますので、しばらく時間をいただきた

いと思います。

○議長（角谷英男君） 暫時休憩します。

午後２時２７分 休憩

午後３時１２分 再開

○議長（角谷英男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

先ほどの質疑に対し、理事者の答弁を求めます。

楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） まず最初に、先ほ

どの御答弁の中でイトーピアに向けと、こういう

表現をしましたけども、サングリーンといずみ台、

－２０６－

これに御訂正いただきたいと思います。済みませ

んでした。

それと、大変貴重な時間をいただきましてあり

がとうございます。御質問のまず１点目の平成１

３年度末の滞納金額でございますけども、受益者

負担金１，６３４万３，８００円の見込みでございま

す。下水道使用料１，５３０万４，７９５円の見込み

でございます。

それと、２点目のいわゆる面整備の終わったと

ころの水洗化率でございますが、平成１３年度末

で約９２％となっております。ちなみに、普及率

は約３４％ということでございます。

それと、３点目がちょっと御質問に即するかど

うかわかりませんが、今出ておりますのは公債費

の返済のピーク時、一番公債費の返済額がふえる

という推測ですけども、推定からしますと、下水

道の使用料が現状のままで推移しますと、平成３

１年が一番償還額が多いと、償還額がピークにな

るということで推定しております。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 受益者負担金と下水道使

用料、これの残額が合わせて３，２００万近い額に

なるわけですが、下水道が供用開始されてからも

う数年になるわけですが、この中にいわゆる時効

発生ということになる分があるのかないのかです

ね。時効発生にかかわっては、時効中断の方法を

どういうふうにされているのか、この点もお示し

をいただきたいというふうに思います。

それから、せっかく数字をいただいたし、中期

財政展望では繰出金の額、毎年ずうっと載ってお

りますね。１６年までは一定出ているわけですか

ら、３１年、大体どの程度の繰出金の中に占める

下水道の公債費、これを見るための費用が入って

るのか、わかっておればお示しをいただきたい。

以上です。

○議長（角谷英男君） 前川下水道課長。

○都市整備部下水道課長（前川正博君） 私の方か

ら、時効の中断ということでの御質問について御

説明申し上げます。

私どもの方といたしましては、使用料等あるい

は負担金等につきましても中断はあり得ないとい



うふうに考えてございます。と申しますのが、自

己破産あるいは会社が倒産された場合については、

私どもの方でも取りに行けないような状態になっ

てまいりまして、欠損処理をさしていただくしか

ないんじゃないかなというふうには考えますが、

使用料等につきましては、私どもの方でも水道部

の方と協議を図りながら使用料の徴収に今現在も

進んでいってるというのが現状でございます。

それから、繰出額の件でございますが、平成３

１年度でございますが、１６億４，８００万円が繰

出金をいただくのではないかなというふうに試算

さしていただいております。

以上でございます。

〔和気 豊君「まだ抜けてます」と呼ぶ〕

○議長（角谷英男君） 前川下水道課長。

○都市整備部下水道課長（前川正博君） 申しわけ

ございません。もう一度御説明さしていただきま

す。

時効中断につきましては、私ども……（和気

豊君「その前に、時効にかかる分はどれぐらいあ

るのか」と呼ぶ）申しわけございません。ちょっ

と聞こえにくかったものですから、申しわけござ

いませんが……（和気 豊君「時効にかかる分は

どれぐらいあるのか。ないんやね」と呼ぶ）

先ほど御説明さしていただきましたように、時

効中断と言われております分につきましては、私

どもの方では今現在もその調査を進めながら徴収

に参っておるというのが現状でございます。所在

不明とか会社倒産の場合の自己破産等につきまし

ては不納欠損で処理をさしていただくべく、私ど

もの方で１３年度上程をさしていただくというこ

とでございます。

○議長（角谷英男君） 和気君。３回目です。

○１９番（和気 豊君） 時効中断はどういうふう

に言われたのか。ちょっとその辺の意味合いがよ

くわからないんですが、ストレートにとって、そ

のままでいいのかどうか。ストレートにとる場合

には、その法的根拠は一体どうなのかと。この辺

お示しをいただけますか、後学のために。余り二

度、三度こういう質問をしたくありませんので、

教えてください。

○議長（角谷英男君） 前川下水道課長。

－２０７－

○都市整備部下水道課長（前川正博君） 何度も申

しわけございません。平成６年から、私どもの方

で賦課を開始させていただいてございまして、時

効年度が５年ということでございまして、ところ

が分納と申しますか、６回での分納、１年間２回

という分納でございまして、一括でいただいてる

場合はそれで単年度で終わってるんですけども、

私どもの方としましては、その年度の１期目、２

期目という形で２年目が３期目、４期目、３年目

が５期目、６期目という形で、３年間ございまし

て、ですから８年で終了の時期が来てしまう可能

性があるというふうには理解はさしていただいて

おります。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） ほかに。――――以上で本

件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―討論なしと認めます。

これより報告第３号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ

って報告第３号は、原案のとおり承認することに

決しました。

次に、日程第１１、報告第４号 専決処分の承

認を求めるについて（泉南市市税賦課徴収条例の

一部を改正する条例の制定について）、及び日程

第１２、報告第５号 専決処分の承認を求めるに

ついて（泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を

改正する条例の制定について）の以上２件を一括

議題といたします。

ただいま一括上程いたしました報告２件につき

ましては、いずれも報告書の朗読を省略し、理事

者から順次内容の説明を求めます。上林助役。

○助役（上林郁夫君） ただいま一括上程されまし

た報告第４号、専決処分の承認を求めるについて

（泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例

の制定について）、並びに報告第５号、専決処分

の承認を求めるについて（泉南市都市計画税賦課

徴収条例の一部を改正する条例の制定について）、

それぞれにつきまして御説明を申し上げます。



専決の理由につきましては、地方税法等の一部

を改正する法律及び関係法令が平成１４年３月３

１日にそれぞれ施行されたことに伴い、本市市税

賦課徴収条例並びに都市計画税賦課徴収条例の一

部を改正する必要から専決処分を行ったものでご

ざいます。

改正の内容につきましては、近年の社会経済情

勢等にかんがみ、税負担の軽減並びに合理化等を

図ることが主たる内容であります。また、株式譲

渡益に係る個人住民税の申告を不要とする特別制

度の創設、固定資産税における縦覧制度の見直し

等を行うことが主な法改正の内容であります。議

案書５９ページから６５ページまでに記載させて

いただいておるところでございます。

改正内容の主なものにつき、概要を説明させて

いただきます。

５９ページをお開き願います。１２条の改正で

ございますが、これは個人住民税の均等割の非課

税限度額の引き上げでございます。扶養家族のあ

る納税者のみ加算金を「１８万円」から「２２万

円」に４万円増額されたものでございます。

続いて、附則第４条の改正につきましては、個

人の市民税の所得割の非課税限度額の引き上げで

ございます。これは、扶養家族のある納税者のみ

加算金を「３２万円」から「３６万円」に４万円

の増額をされたものでございます。

続きまして、特別土地保有税関係である附則第

７条の５中、「第３８条第４項」を削った背景に

は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整

備の促進に関する臨時措置法、すなわち民活法に

規定されている特定施設に係る非課税措置の廃止

に伴うものでございます。

次に、６０ページから６１ページをお開きくだ

さい。

附則第１０条の２につきましては、上場株式等

に係る申告分離課税の税率の引き下げであり、４

％を３．４％とするものであります。さらに、長期

保有に係るものについては２％とするものであり

ます。

附則第１０条の３から４につきましては、証券

会社に前年の特定口座内上場株式等に係る年間譲

渡損益その他一定の事項を記載した報告書を当該

－２０８－

市町村に提出すること、またその部分については

個人の市民税の申告は不要となることを規定した

ものでございます。

次に、泉南市都市計画税賦課徴収条例について

でございますが、議案書の７１ページをお開きく

ださい。

附則第１０項の改正でございますが、都市計画

税の課税の特別措置の規定でございまして、税法

の改正等に伴い、条項の変更があり、当該条例の

整合性を図る意味から、条項等の整理を行ったも

のであります。

以上、甚だ簡単ではございますが、報告第４号

並びに第５号の説明とさせていただきます。よろ

しく御審議の上、御承認賜りますようお願いを申

し上げます。

○議長（角谷英男君） これより一括して質疑を行

います。質疑はありませんか。――――和気君。

○１９番（和気 豊君） 圧倒的に減税になる賦課

徴収条例の改正ですが、この減税分で大体どれぐ

らいになるのかですね、今条例によってね。そし

て、当然市としては減収になるわけですから、そ

れを国はこの法改正に伴ってどういうふうに補て

ん財源を明らかにしてくれているのか。あるいは、

そういうものがなければ、市長会等で市長はどう

いうふうな働きかけを国にされているのか。

特別土地保有税を除いては、全部ほとんど減税

になる分ばかりだというふうに思うんですが、特

別土地保有税の非課税がなくなる。これは実質上

増税になるわけですから、その差し引き等も明ら

かにしていただければと、こういうふうに思うん

ですが。

○議長（角谷英男君） 谷財務部長。

○財務部長（谷 純一君） 今回のこの地方税法の

改正によりまして、本市の賦課徴収条例及び都市

計画税の賦課徴収条例の一部を改正するという専

決をさしていただいております。

そして、この今回の地方税法の改正につきまし

ては、先ほど助役が言いましたように、特に低所

得者というんですか、所得割の非課税世帯であり

ますとか、その辺の限度額を引き上げられたとい

うこと。それと、あと主なものは、平成１５年の

１月１日から実は証券の株の取引、そういったも



のによる分でございまして、その辺の事務手続を

規定されたというのがこの今回の賦課徴収条例の

改正の趣旨でございます。

そして、この中で議員御質問のどれぐらい税が

減税されるのかということにつきましては、まず

１２条関係でございます。これは、低所得者の税

負担を要するに配慮するということで、その限度

額を引き上げてるということでありまして、我々

が現在議論しております減税の分につきましては

どれぐらい税が影響あるのかという分につきまし

ては、我々サラリーマンでありますとか、所得税

減税がございます。そして、その所得税減税で泉

南市についてどれぐらい例えば影響額があるのか

といった、そういった議論がされまして、その分

の、これは恒久的減税と言われてるんですけども、

それに対して財政支援がどういうふうにされるの

かというとこら辺に議論がされるのではないかな

と思っております。

ですから、今回のこの本市の賦課徴収条例の改

正につきましては、具体的に例えば減税とかそう

いった形の影響額というのは、我々としては現在

はじいておりませんけれども、余り影響というの

ですか、それはないものと考えております。ただ、

先ほど申しました恒久的な減税で、市としまして

どれぐらい影響があるのかというのは、これは交

付税議論の方に入ってきますので、そういった中

で泉南市としましては当初予算に地方特例交付金

でありますとか、あるいは減収補てん債でありま

すとか、そういったことでこの減税の議論という

のはされるべきものであると思います。

ですから、今回の賦課徴収条例につきましては、

減税で例えば幾らというふうな、これは我々も現

在まだ試算はしておりませんけども、そういった

議論にはならないのではないかと、こういうふう

に理解しております。

○議長（角谷英男君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 何か自分で問いかけて自

分でお答えをお出しになっておられるように思う

んですが、減税にはなるんでしょう、これ。例え

ば均等割が今まで一定の額やったのが、その課税

対象額は上がるわけですから、均等割課税者が少

なくなるわけでしょう。それから、所得割の非課

－２０９－

税についても３２万から３６万、４万と、こうい

うことになるわけですから、この分についても一

定対象者が出ると。わずかであっても対象者が出

るわけですから、その辺の試算は一定できてない

ということであれば、もうそれだけでとめておい

ていただいたらよくわかるんですが、かかわりな

いと。市財政には影響出るわけでしょう、現実に

は。

そしたら、その補てん財源を明らかに、法改正

に伴う補てん財源は当然やっぱりこの法を決めた

国等に求めるべきではないか。当たり前のことじ

ゃないですか。わかってなければわからないと、

後日計算してお出ししますと、こういうことであ

れば、はいと素直に受けるわけですけれど、影響

は多少しかないから計算しないと、こんなことは

ぐあい悪いですよ。

○議長（角谷英男君） 谷財務部長。

○財務部長（谷 純一君） 今回、個人住民税の均

等割非課税ですね、それと所得割の非課税、この

分についての試算はやっておりませんので、御理

解のほどお願いしたいと思います。

〔和気 豊君「そう言うといたらええねん、素

直に。後日出せよ」と呼ぶ〕

○議長（角谷英男君） ほかに。――――島原君。

○１６番（島原正嗣君） 共産党議員団ばかりです

から、ちょっと間に民主党の立場で――民主党と

違う、市政研の立場でやります。

この５５ページに専決理由を書かれておるんで

すが、要は私の聞きたいのは、土地保有税に係る

関係ですけれども、所要の措置をとるとか、そう

いろいろ書いとるんですけども、今の質問者にも

ありましたように、今まで土地保有税というのは

１００％に近い徴収をしとったと思うんですが、

今後財源的に随分と違ってくるのではないかなと

思うんですが、この５９ページにもいろいろ下段

の方に、下から４行目のここにいろいろ書かれと

るんですが、ちょっと理解しにくいんで、ここら

あたりもう少し具体的に教えていただきたいとい

うふうに思います。全体的に今までの保有税はど

れぐらい徴収されておったのかですね、それで今

後この法律改正によってどれだけのものが減額さ

れるのか、できればわかってる範囲でお答えをい



ただきたい。

○議長（角谷英男君） 前田財務部次長。

○財務部次長兼課税課長（前田佐智雄君） 今回の

特別土地保有税の税改正につきましては、従来か

らなかなか活用されてないと、土地を持たれたま

ま有効活用がなされてないという観点から、より

高度な土地の有効利用を図るというのが税改正の

目的でございます。その中で、本市で特別土地保

有税を徴収しているのは、特別土地保有税自身は

５，０００平米以上の物件というんですか、土地を

お持ちの方に該当する税金でございますが、本市

の場合は新家の楠台で１カ所、特別土地保有税を

課している事業所がございます。簡単ですけれど

も、説明とさしていただきます。

○議長（角谷英男君） 島原君。

○１６番（島原正嗣君） それで、具体的にじゃど

うなるんですか。その後のお答え、ちょっと聞き

たいんですけども。例えば、私の生活してる、田

尻やら泉南やらわからんとよう批判されるんです

けれども、まさに泉南市の所在でございまして、

戸籍を見ればすぐちゃんとわかるんですが、あの

下に日生不動産の抱えてる土地がありますね。僕

はそういう土木とか土地のことは余り詳しくない

ですけれども、５，０００平米以上ありますよ、あ

そこも。

今、半分樫井川寄りの方はフジ住宅が開発され

まして、建て売りの売り出しをやってるんですけ

ども、まだこっち半分の方、残された半分の方が

坪数にして約３万坪あるというふうな話を、僕は

あそこにおりましたからようわかってるんですけ

ども、５，０００平米以上あるのではないですか。

それと、ダイワハウスとかいうところの抱えてる、

野球場が泉南市の中小路のところにあるんですけ

れども、あそこもかなり広いような感じがするん

ですが、新家のとこだけの１カ所だけですか、特

別土地保有税のかかる場所というのは。ちょっと

教えてください。

○議長（角谷英男君） 前田財務部次長。

○財務部次長兼課税課長（前田佐智雄君） 特別土

地保有税のかかっている業者は、私は部下からの

報告ではあの楠台１件というふうに事前に聞きま

した。

－２１０－

その中で、先ほどの答弁の中で１カ所漏れまし

たけれども、特別土地保有税のその土地の活性化

を図るために、利用計画を出すと。国に対して出

せば、現行６％の税率が３％まで税額の軽減が図

れるというのが今回の特別土地保有税の税額改正

の主な柱というふうに御理解をいただきたいと思

います。

以上です。

○議長（角谷英男君） 島原君。３回目です。

○１６番（島原正嗣君） 僕はその減額の額ではな

しに、今お尋ねをしてるのは、泉南市の中にどれ

だけの土地が特別土地保有税ということに該当す

るのか。特別というてつかなくても、保有地とい

うのはあるわけですから、特別の定義について教

えてくださいよ。

そして、なぜその楠台の１カ所しかないのかで

すね。今指摘しました日本生命の持っておられる

土地はどうなってるのか。そこらでも固定資産税

等の関係もありますからね、行政の方は調査をし

てると思うんですよ。それは、特別土地保有税に

は関連しないということなら、それなりの説明を

してもらわないと困るし、私の聞きたいのは、先

ほども言いましたように、今回の法律改正によっ

てそういうところからいただいた特別土地保有税

の減額はこれぐらいですよというふうな試算はで

きてんのか、できてないか、そこらをちゃんと答

えてください。

○議長（角谷英男君） 前田財務部次長。

○財務部次長兼課税課長（前田佐智雄君） 特別土

地保有税の課税状況ですけれども、議員御指摘の

岡田の河川敷、あるいは中小路の場所という御指

摘がございましたけれども、私は楠台だけという

ふうにお伺いしましたので。ただ、その中で私の

聞き違いあるいは勘違いというのもございますの

で、追って資料として提出さしていただきたいと、

このように思います。

以上です。

○議長（角谷英男君） ほかに。――――以上で本

２件に対する質疑を終結いたします。

これより一括して討論に入ります。討論はあり

ませんか。――――討論なしと認めます。

これより本２件を一括して採決いたします。



お諮りいたします。本２件につきましては、い

ずれも原案のとおり承認することに決しまして御

異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ

って報告第４号及び報告第５号につきましては、

いずれも原案のとおり承認することに決しました。

次に、日程第１３、報告第６号 専決処分の承

認を求めるについて（平成１４年度大阪府泉南市

一般会計補正予算（第１号））を議題といたしま

す。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（角谷英男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。上林助役。

○助役（上林郁夫君） ただいま上程されました報

告第６号、専決処分の承認を求めるについて（平

成１４年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第１

号））につきまして御説明を申し上げます。

議案書７３ページをお開き願います。専決の理

由でございますが、平成１３年度一般会計の出納

が平成１４年５月３１日をもって閉鎖されるに当

たり、３億６５２万円の赤字となりますので、地

方自治法施行令第１６６条の２の規定により、翌

年度の歳入を繰り上げて充当の上、決算を行うこ

とから、平成１４年度予算において不足額の予算

措置が必要なため、専決処分としたものでござい

ます。

補正の内容でございますが、７５ページをお開

き願います。歳入歳出総額にそれぞれ３億６５２

万円を追加いたしまして、１８１億２，１０２万円

とするものでございます。歳入歳出の明細につき

ましては７７ページから７８ページに記載してい

るとおりでございます。

以上、甚だ簡単ではございますが、説明とさせ

ていただきます。よろしく御承認賜りますようお

願いを申し上げます。

○議長（角谷英男君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――和気君。

○１９番（和気 豊君） 結局、３億６００万何が

しかが累積の赤と、こういうことになるわけです

－２１１－

ね。単年度では大体幾らになるのか。これもお示

しをいただきたい。

それと、中期財政展望との兼ね合いでどうなる

のか、その整合性ですね、あくまでも中期財政展

望は予測ですから。しかし、大いにそこに違いが

生ずれば、当然１６年までですから１３年でこう

いう状態。あと１４、１５、１６、３年間、どう

いうふうに推移していくのかですね。財源不足を

補うそういう具体の方法、中期財政展望に近づけ

るための諸施策。これ以上ちょっと弱い者いじめ

はできないというふうに思うんですよ、行財政改

革でね。

さすれば、一般質問でも北出議員からありまし

たように、やっぱり一番問題の多い大型公共事業

の見直し、こういうことなんかも考えられなけれ

ばならないというように思うんですが、その辺で

すね。財源を明らかにしていただいた上で、財政

見通しを明らかにしていただいた上で、そのこと

についてもお示しをいただきたい。

３回という制約がありますので、一遍に言いま

したので、よろしく御答弁をお願いしたい。

○議長（角谷英男君） 谷財務部長。

○財務部長（谷 純一君） 簡単に御答弁さしてい

ただきます。

まず、繰上充用の関係で単年度赤字がどれぐら

いになるのかということだったと思いますけれど

も、単年度収支では１億４，２６５万６，０００円の

単年度赤字となっております。

それから続きまして、財政収支の中期展望で平

成１３年度の比較でございますけれども、これを

つくった時期が平成１２年１２月ということもあ

りますけれども、平成１３年度では一応実質収支

で――１２年のときはこの実質収支が、これは繰

り入れをしないという、基金を繰り入れせずにと

いう前提があるんですけども、それが実質収支１

１億７，２００万の赤字でありました。

そして、歳入歳出差し引きは４億１，１００万円

の赤字、そうしまして累積になりましたら１１億

７，２００万というふうになっております。（和気

豊君「数字言うのん、もうちょっとゆっくり言う

てくれよ」と呼ぶ）１１億７，２００万の実質収支

の赤字ということで数字を示させていただいてお



ります。これは、平成１２年１２月に見通しを出

さしていただいた数字です。

ですから、当然これが現実的になってきますと、

繰り入れですね。基金からの繰り入れとかいった

ものもございますけども、それにつきましてはま

たこれから数値を、例えばローリングしながら１

３年度の決算に置きかえていくとかやりながら、

この収支見通しについてはまた作成していきたい

と、このように考えております。

○議長（角谷英男君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 後ろの方からいきますけ

れど、私、先ほど１号議案で少し言いました。こ

ういうときにこそ、市民の皆さんの憂慮を取り払

うために、基金の取り崩しを行うべきではないか

と。中期財政では取り崩しは行わない、こういう

ことを厳としてあなた冒頭で答弁でもそういうふ

うに言われました。今になって基金からの取り崩

し云々と。これは聞こえませんと言わざるを得な

い、こういうように思いますよ。

単年度収支については言われなかったけれども、

これは４億１，１００万か、単年度収支はね。実質

収支は１億１，７００……違う、違う、これは間違

うてる。これは単位千円や。そうでしょう。今、

１億１，７２０万と言われたんですかね。１１億で

すか。

それじゃ、それよりも結局当初の見通しという

のは少なく推移してるというふうに読み取ってい

いわけですね。そういうことですね、３億何万で

いけてるわけですから。単年度でも１億４，０００

万何がしかですから、その辺は数字的にはむしろ

赤は抑制されていると、こういうふうに見ていい

んでしょうか。その辺のあやちについては少しお

示しをいただきたい。

○議長（角谷英男君） 谷財務部長。

○財務部長（谷 純一君） 今、議員御指摘の数字

につきましては、この中期財政見通しの１４ペー

ジの歳入歳出差し引きと実質収支という数字を言

われてると思います。そして、実質収支では三角

の１１億７，２００万――これ単位百万円ですので

――という数字が出ております。

ただ、この中期財政見通しをつくるときには、

今後の財政収支につきましては、一応基金の繰り
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入れをしない場合にはこういうふうな財政収支に

なりますといった形でこの数字をお示ししてると

ころでございます。この１１億７，２００万につき

ましては、あくまでも繰り入れをしない場合には

こうなりますという――ですから、財政運営とい

いますのは、毎年の歳入歳出でやっていくのが本

来の数字であると。そして、繰入金というのはあ

くまでもそれの財政調整というんですか、そうい

った形になるという立場から、このときには、そ

の基金の繰り入れをしなかった場合にはそのとき

の見通しでは１１億７，２００万になりますよと。

あと、この分については今後、その下にそのと

きの基金の状況というところがありますけども、

その基金の状況で、この分をどういうふうにして

いくんかというようなところをこの１４ページで

うたっているということでございます。

○議長（角谷英男君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） それじゃ、実際１３年度

については額は減っているわけですから、基金の

繰り入れをしない場合と比べれば大きく赤の出が

少なくなっているわけですが、基金からは投資的

経費ですね、事業費、これを充足するために当然

やっているというふうに思うんですが、それは実

際上１３年はどうなったのか。それとの兼ね合い

を含めて、いわゆる中期財政展望との見通しとの

整合性、これについてお示しをいただけますか。

○議長（角谷英男君） 谷財務部長。

○財務部長（谷 純一君） 平成１３年度で基金の

繰り入れ、特に公共施設ですけれども、３億３，１

００万円繰り入れをしております。ですから、こ

としの実質収支が３億６００万ということになっ

てますので、これプラス３億３，１００万円、約６

億３，１００万円が――要するに繰り入れを行わな

かった場合にはそれぐらいの数字が上がっていっ

てるということでございます。

○議長（角谷英男君） ほかに。――――大森君。

○４番（大森和夫君） 赤字になるということで、

２月１４日の毎日新聞に、赤字は恥なのに１０市

もということで大きな記事が出ました。全国でも

１４の赤字の中で、大阪に１０市が集まるという

ことで、２０００年１１月に旧自治省から府庁に

出向してきた府の総務部長が言うてんのには、赤



字は恥なのに大阪の自治体には罪悪感がない、み

んなで渡れば怖くないといった感じだということ

で、こういうあきれ顔で発言したということもニ

ュースになってます。

短い時間ですけども、こういう赤字の問題、財

政の問題ほんとに真剣に話し合う必要があると思

うんで、和気議員の方からは歳出ですわね、大型

公共事業見直しの点なんか軽く触れられましたの

で、私は歳入の部分で見通し違いがあったんじゃ

ないかということで質問さしていただきたいと思

います。

この新聞のニュースの中には、関空効果低くと

いうことで、関空からの税収が入らなかったとい

う点を上げてますので、この点いかがかというこ

とと、泉南市独自の高額滞納者の問題、税収が府

下最低の問題についてもお聞きしたいんですけど

も、誓約書などもとりながらきっちりした納入を

図られてると思ってますけども、誓約書の中の分

納誓約につきましては、きっちりした税務調査を

行い、毎月きっちり入金があるのが、これが分納

の大前提ではないかと思うんですけども、こうい

う前提が分納誓約の中できっちり守られてるかど

うか、お答え願いたいのと、先日も私質問さして

もらいましたけども、誓約書の中で市が土地を購

入することを前提にしたような誓約書が結ばれて

るんじゃないかということを質問しました場合に、

市長の方から、いやそうではないと。所有してる

土地が売れれば税金を払ってもらうというふうな

ことの内容を誓約書で書かれているということの

御答弁がありましたけども、市長の方でこの誓約

書の中身、私が今読み上げたことは間違いないの

か、その点お答えください。

○議長（角谷英男君） 谷財務部長。

○財務部長（谷 純一君） まず、１点目の赤字議

論の話でございますけれども、これは確かに財政

運営していくにつきましては、赤字よりも黒字の

方がいい、これはもう周知のとおりでございます。

ただ、やはりその赤字が生じるという場合には、

ある程度のいろいろな要因というのがございます。

そして、その要因としましては、当初前年度から

比較しまして、例えば税収が落ちてくるとか、あ

るいは歳出面でも例えば公債費がふえてくるとか、
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そういった面がございます。ですから、大きな理

由としましては、やはり泉南市としては前年度に

比べまして市税が落ち込みが大きいということ。

それと、あと交付税なんかも、これも一般財源扱

いされるんですけども、その分についても減額に

なってきてる。やはりこの辺が１２年度、１３年

度というふうに赤字がふえてきてるというのは、

１つは理由があるのかと思います。

そしてまた、歳出面ではまた人件費なんかで、

例えば退職手当がふえてきてるとかいったり、そ

れからあと、昨年でしたら性質別に言いますと、

扶助費なんかも１２年度よりも１３年度を比べた

ら増加傾向にあるというとこら辺もありまして、

赤字につきましては、ことしは３億何がしかの赤

字が生じたということで、まだこれからまたいろ

いろと分析していかなければなりませんけども、

大きく分析しますとそういう形になってます。

それと、あと高額滞納者の分ですけども、それ

は昨日も御質問ございました。それにつきまして

は先日大森議員の方に私説明さしていただきまし

たけども、そういう形で答弁さしていただいてお

りますので、それで御理解をお願いしたいと、こ

のように思います。

〔大森和夫君「誓約書の中身は間違いないんで

すね」と呼ぶ〕

○議長（角谷英男君） 谷財務部長。

○財務部長（谷 純一君） 誓約書の中身はきのう

説明さしていただきましたとおりでございます。

○議長（角谷英男君） 大森君。

○４番（大森和夫君） 市長にも確認したいんです

けども、市長、私が読み上げた内容で間違いない

のか。市長がおっしゃったのは、これは市が土地

を購入を前提にしたものじゃないということです

わね。砂川駅前再開発の土地を購入するとかいう

ことではないと。

じゃ、その辺もう一度、この土地を購入すると

した場合に税金を払ってくださいという誓約書の

中身は、泉南市が駅前広場、街路事業でも構いま

せんけども、そういう形で土地を買うというよう

なことを書かれたのか、きのうの答弁で、私は記

憶してるのではそうじゃないと。

そんなんおかしいですよね。議決を経てないの



に、市が土地を買うという約束もできてないのに、

土地購入するなどということが誓約書に書けるわ

けがありませんわね。そのことを市長に質問しま

すと、いやそうじゃないと。一般的にこの方は幾

つかの土地を持ってると。土地が売れた場合には

その分の税金の納入をお願いしますと、そういう

中身の内容ですよという答弁だったと思うんです

よ。その点ちょっときっちり整理してお答えくだ

さい。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） きのう御答弁申し上げまし

たように、あそこは砂川樫井線あるいは信達樽井

線の事業用地、要するに都市計画決定してるわけ

ですね。全部ではございませんが――に土地を所

有しておられる。我々の方で計画しております駅

前広場ですね。その土地、あの方だけではござい

ませんが、所有をされてると。

その方から公有地拡大推進に関する法律に基づ

いて買い取り申し出が出てるわけですね。買い取

り申し出が出てるということは、我々の方でそれ

を買う、あるいは買わないという一定の判断をし

なきゃなりません。そこで、昨年は都市計画道路

にもかかってますし、駅前広場の計画もあるとい

うことで、当初で債務負担行為というふうにした

わけですけどね。

その直前だというふうに思いますが、それは将

来市はいずれにしても買わないといけない場所で

あります。ですから、そういうことが発生したら、

当然その売却――我々は買収、向こうは売却にな

りますから、そのときには払ってくださいという

ことでございますから、きのう御答弁申し上げた

とおりでございます。私どもの場合もありましょ

うし、第三者という場合もあるかもわかりません

が、そういう形で誓約をしていただいたというこ

とでございます。

○議長（角谷英男君） 大森君。３回目です。

○４番（大森和夫君） いろんな買い取りの申し入

れもあったかもしれませんけども、この誓約書が

結ばれたのは債務負担行為を、土地を売買、土地

を購入するという予算を発表する前ですよね。そ

れはおかしいのと違いますか。まだ市が買うとも

買わないとも約束されてないのに――そら、第三
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者といいましても、市長が考えておられるのは土

地開発公社と違うんですかね。それ以外のところ

が買うということは、まず考えられない。

市か土地開発公社が買うことを前提に市長は考

えられてると思うんですよね。それが市の議決を

経る前にそういう誓約書を結ぶということは、私

は税金を払う前に土地を購入するという、そうい

う約束の中身だと思うんですけども、その点はど

う考えられますか。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 御承知のように、あそこの

土地は非常に広うございまして、我々の方で駅前

広場あるいは街路事業の用地と、残りはきのうも

言いましたが、民間開発ということですね。民間

開発ということは、自分ところでやる場合と、売

却してやる場合と、あるいはその他の方法があり

ましょうけども、いろんなことが想定されます。

ですから、相手方との話の中で、そういうこと

が生じた場合は、そら土地開発公社の場合もあり

ましょうし、市の場合もありましょうし、民間の

場合もあるというふうには思いますが、そういう

ものが生じたときには、それ相当分を払ってくだ

さいよということでございますから、何ら問題は

ございません。

○議長（角谷英男君） 上山君。

○１０番（上山 忠君） 初日の代表質問でもお聞

きしたんですけども、単年度で赤字が出ましたと。

数字的には３億６５２万円の赤字になりましたん

で、そのために次年度の予算から繰り上げしてこ

れを充当するという形になってるわけなんですけ

ども、これ制度上仕方ないと思うんですけど、や

った結果が赤字出て、その結果、だれも責任とら

んと次の年度から上げてくるというのは、やっぱ

りこの行財政改革をやるに当たって厳しさが皆に

入ってこないんと違うかという感じがするわけで

す。

それで、これは自治省かどこかのある役人さん

が言ったという話なんですけど、各財政的に悪い

ところ、行財政改革やってどうしようもないよと

いうところは、最終的には赤字準用再建団体に陥

るわけなんですけども、いっそのこと赤字再建団

体に陥ってしもうた方が行財政改革は進んでいく



んじゃないかというふうな意見もあるわけなんで

すわ。

そうした中で、今回３億６００何がしの赤字が

出ましたいうことで、そこでお聞きしたいんです

けども、財政の健全性を見る指標として経常収支

比率、また公債費負担比率があるわけなんですけ

ども、この２つの指標についてはどういうふうな

結果が出ているんか。もし出ているとしたら教え

てほしいと思うんですけど、対前年度とも比較し

たときと。

○議長（角谷英男君） 谷財務部長。

○財務部長（谷 純一君） ことし、１３年度、赤

字が３億５００万出たわけなんですけれども、や

っぱり我々としましてはこの赤字については、今

後解消していくというんですか、やっぱり黒字基

調に持っていきたい。今のときには確かに苦しい

とこがございますけども、そういった方向で我々

は財政運営をしていきたいと、このように考えて

おります。

それと、財政指標ですけども、これまだ最終の

数字は出ておりません。あくまでもこれから、今

回補正で歳入なんかも歳出も落ちていってるとこ

もありますので、これは見込みということでお願

いしたいんですけども、まず１つ、公債費率が見

込みですけども１８．１、前年度が１７．５でした。

ただ、起債制限比率、これはこれ以上になりまし

たら、２０％になりましたら起債のあれがなんで

すけども、それが１３年度見込みでは１３．９、前

年度が１３．７と。ですから０．２ほど１３年度はふ

えていくだろうという見込みを立てております。

それと、あと経常収支比率の御質問でございま

した。これにつきましては平成１３年度、１０４．

０。ただ、ここ平成１３年度、実は先ほども私申

し上げました。ことし減税とかされてますので、

その分が地方債の方に振り替わってる分がありま

す。それで、減税補てん債でありますとか臨時財

政対策債、これにつきましては交付税からそちら

の方にスライドするということもありまして、そ

れを除きますと１００．９という数字になってます。

ですから、平成１３年度見込みですけども、若干

上がっていくという予想をしております。

以上です。
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○議長（角谷英男君） 上山君。

○１０番（上山 忠君） 経常収支比率のところで、

平成１２年度は多分９８．６か７やったと思うんで

すけども、その辺のとこちょっと御答弁漏れてた

んですけども。

○議長（角谷英男君） 谷財務部長。

○財務部長（谷 純一君） 申しわけございません。

平成１２年度は９８．２でございました。

○議長（角谷英男君） 上山君。３回目です。

○１０番（上山 忠君） あくまでも速報値での見

込みいうことの御答弁でございますけども、この

数値から見るときには、いろんな事情は先ほど述

べられたんですけど、新行財政改革実施計画が本

当に実を結んでないんじゃないかと。結果として

９８．２が１００．４という形になれば、２ポイント

経常収支比率で悪化してるわけなんですわね。

いろんなことをやってきて、やっと平成１２年

度で１００を切って９８．２になったと。あと、今

後２年間の新行財政改革大綱計画でやっていった

ら、これがもっと下がってくるだろうというもと

でやっておられるにもかかわらず、こういう数字

が出たいうことに対しては、どういうふうに考え

ておられるのか。

それと、公債費負担比率でも１８．１というふう

な数字、まだまだ箱物行政の残り遺産としてこれ

が今後ずうっと出てくると思うんですけど、この

辺についてもどういうふうな――中期の展望で見

とってもある程度書いてあるんですけど、ピーク

時は平成１５年から１６年とかいうふうな形にな

ってるんですけど、本当に見通しどおりに行くん

か、見通しが誤っているようであれば、行政がい

つも言われるんですけど、ローリングしながらや

っていくというふうな答弁を盛んにされてるわけ

なんですけども、こういうある程度の指標として

の結果が出たときに、どういうふうなローリング

をして軌道修正されるんか。その辺のとこを再度

お願いいたします。

○議長（角谷英男君） 谷財務部長。

○財務部長（谷 純一君） まず、経常収支比率の

問題ですけれども、この問題につきましては、我

々としましても数字につきましては、やはり一般

財源がそれだけ使われないということで、これか



らこの分についてはどういうふうにしていくかと

いうことは考えなければならないと、このように

考えております。財政運営の中で、やはり経常収

支比率が１００を超えますと、臨時的な事業がで

きないということもありますので、この点も考え

ていきたいと思っております。

ただ、特にこの経常収支比率といいますのは、

経常一般財源の中に歳出がどれぐらい占めている

かということになりまして、１３年度の場合、先

ほども申しましたように地方交付税が前年度に比

べまして２億６，３００万ほど下がっていってます。

それが、要するに交付税を地方債に振り替えた

というような制度のこともありました。それで、

先ほどその経常収支比率も１０４になってますけ

ども、それを除けばというんですか、すりかわっ

て――もし、すりかわらずに地方交付税でそのま

まいただいていった場合には１００．９ということ

で、少し数字としては上がってるんですけども、

その差がありますよと言わしてもらったのはその

辺なんです。ですから、この経常収支比率につき

ましては、当然財政の弾力的な運用という１つの

指標になってることは確かでございますので、こ

の辺につきましては、また１３年度決算の後、今

度１４年度、１５年度についてそれを当てはめて、

また中期の財政展望の中の数値をやりかえていく

ということで、今後どうしていくかということを

考えてまいりたいと、このように思っております。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 北出君。

○１２番（北出寧啓君） 言うまでもないことです

けれども、農業公園の発端は、大体バブル経済の

崩壊の中で着手されてきてるわけですね。駅前開

発もおおむねそういう面があります。空港も、あ

えて南ルートをおっしゃってますけれども、これ

も東京を中心に考えた場合に問題になってこない

という、関西圏だけ踊ってるというふうな枠組み

もあります。

つまり、大きく経済構造が転換してるにもかか

わらず、旧来の公共事業の枠組みを変えていない

という今の現体制に根本的な問題があるんじゃな

いかと。人件費も、外郭団体云々は別にして、庁

内ではもうこれ以上できないと。これ以上人件費

－２１６－

を削減すると、やっぱり職員そのものが市民サー

ビスに対して対応できないというようなこともあ

ります。

それから、福祉政策で給付制度が廃止されると。

それは時代の趨勢ですけれども、新しい政策展開

がなかなか出てこない。そこまで削減してるわけ

ですよね。にもかかわらず、こういう赤字財政に

なってるということは、もはやいわゆる肥大した

公共事業が制限もされないでいまだに旧来の枠組

みで動いてるということに最大の問題があるとい

うふうに思います。

地方交付税が今、谷部長がおっしゃられてまし

たように、予定よりも削減されてきてるわけです

ね。今、首相が地方交付税を何兆円削減するとか

いうふうに公言もしてますし、旧来のように公債

費の返還の利子払いまでも地方交付税に算入して

出しますよというふうな話はもう消えてきてるわ

けです。それどころか、交付税そのものが削減さ

れてきてるわけですよ。

合併したら１５年間は交付税そのまま維持しま

すよなんていう話も、旧来の内需拡大で利子給付

も交付税ですると同じような意味で、いつこれが

約束が御破算されるかわからない。そのような状

況があるわけですよ。だから、今回でも交付税が

思ったより下がってきて、地方債で補てんしてい

くというような形になってきてます。

それで、予想されることは、市税も低下て、こ

んなん前から言われてるわけですよ。もう何年も

前から１０％削減というのは当然起こってくるよ

と。地方交付税も削減されてくるよというのは私

も指摘さしてもらってきたことです。

しかし、その先を予測しないまま行ってるわけ

ですね。突然削減された、ああどうしようという

形で、その場その場の対応でしかない。全体の枠

組みの戦略が構築されてない。それが最大の問題

だと思うんですけれども、谷部長、交付金、交付

税ですね、この算定では中期財政計画では２９億、

２９億、２８億となってますよね。これがこのま

ま維持されますか。そうなると、これが維持され

ないとなると、赤字が重なってきますよね。いわ

ゆる前倒しにしていくわけですから、自転車操業

的な枠組みがますます悪化してくると。



泉大津市が破産したのは、単に交付税算定を間

違ったとかじゃなくて、こういう雑入の構造でこ

ういう操作をしながら繰り返してて、この赤字を

雑入の仕組みの中で自転車操業することによって、

最終的に破綻していったという経過もあるんです。

だから、これは単純に、あ、３億円ですか、そう

ですかというようには見られない。その点の説明

をお願いしたいと思います。

それから、火葬場に関して、これまで農業公園

で大阪府からの人件費が毎年１，０００万ぐらい要

ってると。もう総額で１億円ぐらい要ってるわけ

ですよ。この火葬場の実施計画、基本設計、実施

設計等、市長この間公言されましたけれども、そ

のために担当者はまた置いていくと。どういう形

になるかわかりませんけれども、収入役として、

例えばこの火葬場建設に対して実質的な展望があ

るのか、財政的な部分から御説明していただきた

い。

それと、もう１点は、この公債費、公共施設準

備基金ですね、これは取り崩さないという枠組み

を――それはどっちを使うかの問題になってます

けれども、これはあくまで維持していくというこ

とで判断されているんですか。それはそれで結構

だと思うんですけれども。

以上、御説明をお願いいたします。

○議長（角谷英男君） 辻収入役。

○収入役（辻 勇作君） 御指名でございますが、

私、農業公園の執行には携わっておりませんので、

その点につきましては御答弁できません。

○議長（角谷英男君） 谷財務部長。

○財務部長（谷 純一君） 地方交付税の議論でご

ざいますが、確かに平成１２年のこの中期財政展

望を示さしていただいたときには、１２年の１２

月現在の地方交付税制度に乗って、そしてその数

字というのをはじいております。

ただ、それから確かに今議員御指摘のように、

国の税というんですか、要するに所得税とかそう

いった歳入も落ちてくる。それと、なおかつ地方

財政というんですか、の不足額も出てくる。そう

いった中でこの地方交付税議論も出てきまして、

その地方交付税の総額をどうするかという議論も

出てきたと。その中で、じゃその総額を、これも

－２１７－

あくまでも交付税といいますのはその基本的な考

え方は、地方団体の不足する財源を地方交付税で

もって――もちろん積算はございますけども、充

当しましょうと、要するに補てんしましょうとい

うのがこの地方交付税制度でございます。

ですから、その地方財政の不足額をどのように

確保していくかという議論の中で、一方では地方

交付税で措置すると。しかし、それが補てんでき

ないので、要するに地方交付税制度の中で借入金

を借りましょう、あるいは国が言う赤字国債とい

うんですか、に相当する分を地方債の方で発行し

ましょうと。そして、将来的にはその分の公債費

については地方交付税の基準財政需要額の中で補

てんしましょうという、そういった制度の改正と

いうのがございます。

ですから、我々としましてもそういった地方交

付税につきましては、先ほども申しましたように

前年度に比べて減額されておりますけれども、こ

ういった分につきましては、これからの要するに

ローリングというんですか、先ほども申しました

けども、ローリングしまして、やはり精度を見て

いく。そして、今後交付税の伸びなんかもやはり

修正していかなければならないということになり

ますけども、それもその中で我々としては検討し

てまいりたいと、このように考えております。

○議長（角谷英男君） 北出君。

○１２番（北出寧啓君） 火葬場の問題は公共施設

事業の枠組みで、これも最初は墓地公園というこ

とで、山の中ということで広域な領域が要るとい

うことになってました。ただ、火葬場ということ

で集約されてくると、別に山の中へ建設する必要

はないということはあります。それはいろんな議

員の方もおっしゃってますし、泉南病院の跡にす

るとか、りんくうタウンにするとか、いろんな話

はあります。

ところが、きのうの市長の御発言を伺っている

と、変えないと、変更はあり得ないというふうな

形で答弁されております。例えば、それが５０億

であれば、平地であれば１０億なりでできるだろ

うと、そういう財政的な判断も当然ある。そうい

ういろんな枠の意見が多様に発生してるにもかか

わらず、あくまでそこは引かない、固執すると。



なおかつ、強行していくということのお考えを―

―言ってくれたらいいじゃないですか。前へ出て

言いなさいよ。市長に答弁を求めます。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 強行なんて、そういう言葉

はどういうことなんですか。我々は事業を執行す

る場合は、当然議案として提案をさしていただい

て、そして議決をいただいて執行してるわけです

からね。そら賛成、反対はありますよ、どんな案

件でも。そうでしょう。その中でやってるわけで

すからね。そんなん一方的に理事者が勝手に独断

専行でできるというような、そういうシステムじ

ゃないでしょう。あなたも地方自治を一生懸命勉

強されておられるわけですから、十分御存じのは

ずだというふうに思います。

墓地公園等については、御指摘もありますし、

我々の方も当然将来的な財政負担も考えまして、

できるだけ当面負担の少ないものからやろうとい

うことで、老朽化しております火葬場を第１期と

してやるという考えを示しております。４カ所ほ

どの適地の中から１カ所に絞って、今地元とお話

し合いをさせていただいております。

地元も、完全にシャットアウトということでは

ございません。御理解をいただきつつございます

から、それが調えば、まず先行して――もちろん

進入路が要りますけども、火葬場の方を建設して

いきたいと。できるだけ経費の節減できるような

形でやっていきたいと、こういう形で計画してる

わけでございます。

○議長（角谷英男君） 北出君。３回目です。

○１２番（北出寧啓君） 我々が強行と言う場合は、

大きな、きのうも申し上げましたけれども、例え

ば校舎の建てかえ等々、教育予算が相対的にこの

１０年間低下してると。そういう建てかえも考え

たら、何十億と予算が要ると。これから現金給付

を下げても、新しい福祉政策の多面的な展開が要

る。

そういうことを考えた場合に、あなたは墓地公

園は縮減してやってるんだという話ですけれども、

全体の財政の枠組みから考えたら、これも遷都化、

我々にとったら不可能に近いと思うと。しかし、

なぜそういう案を提出してくるのかということで、

－２１８－

私は強行だというふうな言葉を使った。

もちろん、手続上は予算案の執行、提出権はあ

なたにあります。我々はそれを審議して議決する

と。だめなら我々は反対するということで、手続

上はそういう問題。

ただ、それ以前の問題として、全体の大きな財

政の今ほんと危機的な状況の中で、再建団体は当

面ならないとは思いますけども、その中で何を選

択するかというのは、あなたは市長として最高決

定権、予算提出権、すべて持ってるわけですから、

その中でみんなの多面的、多様な意見を聞いて、

今ほんとにやるべきことを選択すべきだと。それ

は全体の大きな基本政策の枠組みでの意見の相違

だというふうにも言えるとは思いますけれども。

だから、火葬場に関しては、そしたら１点だけ

お聞きします。当然選択の場合は、墓地公園を４

つから１つにしたと。そのときは墓地公園という

ことであそこにしたと。火葬場にすれば、もっと

領域は削減されると。そしたら、例えば泉南病院

の跡地でも、例えばりんくうタウンでも、基盤整

備の費用が要らない。そうしたら５０億が、市民

が求めてでも１０億なり２０億でできるじゃない

かと。そういう選択はあり得ないのか。その点だ

け、もう３回ですんで、最後に１つお聞きいたし

ます。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 物理的には可能だというふ

うに思います。ただ、ああいう施設というのはや

っぱり一朝一夕にいかない部分もございますから、

今現在計画をして我々の方が適地としてやってお

りますところですね。ここについては地元の理解

も得られつつございますから、そこで地元の御了

解をいただければやるということが一番いいので

はないかと、このように考えております。

○議長（角谷英男君） ほかに。――――以上で本

件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―討論なしと認めます。

これより報告第６号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕



○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ

って報告第６号は、原案のとおり承認することに

決しました。

次に、日程第１４、報告第７号 専決処分の承

認を求めるについて（平成１４年度大阪府泉南市

老人保健特別会計補正予算（第１号））を議題と

いたします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（角谷英男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。上林助役。

○助役（上林郁夫君） ただいま上程されました報

告第７号、平成１４年度大阪府泉南市老人保健特

別会計補正予算（第１号）について御説明を申し

上げます。

専決の理由でございますが、平成１３年度大阪

府泉南市老人保健特別会計の出納が平成１４年５

月３１日をもって閉鎖されたことにより、歳入総

額４７億９，０３９万４，６９８円に対し、歳出総額

４８億１，２７８万５，９７６円となり、差し引き２，

２３９万１，２７８円の赤字となりますので、地方

自治法施行令第１６６条の２の規定により、翌年

度の歳入を繰り上げて充当の上、決算を行うこと

から、平成１４年度予算において不足額の予算措

置が必要になりましたので、地方自治法第１７９

条第１項の規定に基づきまして専決処分をしたも

のでございます。

補正予算の内容でございますが、８５ページを

お開き願います。歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ２，２３９万２，０００円を追加いたしまし

て、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４７

億６２７万１，０００円とするものでございます。

歳入歳出の明細につきましては、８９ページから

９０ページに記載しているとおりでございます。

以上、甚だ簡単ではございますが、説明とさせ

ていただきます。よろしく御承認賜りますようお

願いを申し上げます。

○議長（角谷英男君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――質疑なしと認めま

す。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

－２１９－

―討論なしと認めます。

これより報告第７号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ

って報告第７号は、原案のとおり承認することに

決しました。

次に、日程第１５、報告第８号 平成１３年度

大阪府泉南市一般会計予算繰越明許費繰越計算書

についてを議題といたします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（角谷英男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。上林助役。

○助役（上林郁夫君） ただいま上程されました報

告第８号、平成１３年度大阪府泉南市一般会計予

算の繰越明許費について、地方自治法施行令第１

４６条第２項の規定により繰越計算書を議会に報

告するものでございます。

なお、当該繰越明許費のうち、新世代地域ケー

ブルテレビ施設整備事業並びに留守家庭児童会施

設整備事業につきましては、平成１４年第１回定

例会で原案可決済みの平成１３年度一般会計補正

予算（第７号）で設定済みでございます。また、

地域ぐるみため池再編総合整備事業につきまして

は、先般御承認いただきました平成１４年３月２

５日付専決いたしました平成１３年度一般会計補

正予算（第８号）で設定済みでございます。

それでは、繰り越し内容につきまして順次御説

明を申し上げます。

９１ページの上段でございますが、新世代地域

ケーブルテレビ施設整備事業につきましては、補

助確定の決定が遅かったことによりまして年度内

の事業完了が困難となりましたため、事業金額４

０１万５，０００円を繰り越しているところでござ

います。

続きまして、地域ぐるみため池再編総合整備事

業につきましては、仮設計画に関しまして地元権

利者との調整が完了しなかったため、年度内の事

業完了が困難となりましたために、事業金額４０



５万円を繰り越しているところでございます。

続きまして、留守家庭児童会施設整備事業につ

きましては、補助確定の決定が遅かったことによ

りまして年度内の事業完了が困難となりましたた

め、事業金額１，８０３万４，０００円を繰り越して

いるところでございます。

以上、簡単ではございますが、説明とさせてい

ただきます。よろしく御承認賜りますようお願い

を申し上げます。

○議長（角谷英男君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――和気君。

○１９番（和気 豊君） 既に決定を見ている案件

であります。計算書の提示だけと、こういうこと

になりますけれど、しかし執行にかかわっては、

もう既に３カ月を経過しているわけですね。３カ

月近く経過しているわけですが、そういう点では

執行状況については非常に予算化もし、行政とし

ては積極的に対応すると、こういうことで示され

たことが先送りになっているわけですから、今の

取り組みの現状ですね。それから、これが実際に

利用に供されるのはいつごろになるのか、その点

もお示しをいただきたい。

○議長（角谷英男君） 中谷総務部長。

○総務部長（中谷 弘君） 私の方から、この繰り

越しの報告の中で、ケーブルテレビについて御説

明をさしていただきます。

このケーブルテレビは、この３月に補正予算さ

していただいた中で補助採択が遅くなったという

ことで３月に繰り越しをさしていただいておりま

す。その報告でございますが、これは総事業費と

して２，４００万ほどの事業費でございまして、補

助率６分の１ということで今近畿自動車道から海

側で行っておりますジェイコム関西のケーブルテ

レビの電波障害対策設備の老朽化ということと、

グレードアップということでインターネットがで

きるものにするものでございまして、この事業の

予定といたしましては、９月ぐらいまでの工期と

いうことで事業を行ってるということでございま

すので、それ以後このグレードアップの部分につ

いてもインターネット等の供用ができるものとい

うふうに考えております。

以上でございます。

－２２０－

○議長（角谷英男君） 山本農林水産課長。

○都市整備部農林水産課長（山本知良君） 地域ぐ

るみため池再編総合整備事業の繰り越しの関係で

ございますが、本件につきましては、府営事業で

やっていただいてる男里の双子池の関係になりま

す。１３年度で３工区の発注予定でございました

が、文化財発掘調査が当初より長引いたというこ

とで、２工区だけ発注でき、３工区目が発注でき

なかったということで、事業費……（和気 豊君

「その辺はもう聞いてんねん」と呼ぶ）

今後の予定でございますが、池のことでござい

ますので、今田植え時期でかんがい用水が要ると

いうことで、稲刈り後、１０月、１１月ごろの発

注予定と聞いております。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 中村教育総務部長。

○教育総務部長（中村正明君） 今回、繰越明許費

が１，８００万ございます。これは本年３月に補正

予算で通りましたもんでございますが、信達小学

校のチビッコホーム、これの建設費でございます。

今回、１４年度に繰り越しされて、これは中身と

しては信達小学校の児童数の増加に伴いまして信

達小学校のチビッコホーム、これが教室を明け渡

さなければならないということになりました。こ

れを新たに学校の敷地内に別途つくるものでござ

います。なお、工事については学校の方に支障の

ない夏休みを活用してやりたいと、そう考えてお

ります。

○議長（角谷英男君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 私、わざわざ３月議会で

もう既に決定をしていると、それの計算書だけや

と、あといつごろに完成をして――３カ月経過し

てるわけですから、いつごろに完成のめどが立つ

のかと。そして、待たれる施設ですし、信達小学

校については２人の待機児童がいると、こういう

ことも前提にして答弁を求めているわけですね。

これは夏休みに工事をして、そして９月からは

供用開始されるのかどうか、その辺明らかにして

いただきたい。もう業者等に仕様書等を交付して、

いわゆる指名入札にかかわるそういう手はずは整

っているのかどうか、この点についてもお示しを

いただきたい。今、もうすぐ夏休みですからね。



○議長（角谷英男君） 中村教育総務部長。

○教育総務部長（中村正明君） ちょっと私も勉強

不足で、詳細はわかりかねます。今確かめてます

ので、しばらくお待ちいただきたいと思います。

〔和気 豊君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

○議長（角谷英男君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） まだ休憩に入っておりま

せんので、議事進行したいと思います。当然、こ

の案件が出てくれば、３カ月経過しているわけで

すから、その推移はどうなってるのかと当然出て

きて当たり前の質問ですよね。それに答弁が準備

されていない。理事者提案ですよ、これ。一般質

問で出てきて、それで待ってくれというような話、

突然出てきて待ってくれという話違いますがな。

理事者が提案される案件ぐらいについては、これ

はちょっと議長ね、今後こういうことで議事が中

断すると、こういうことはあってはならないよう

に思うんで、ちょっと教育委員会にその辺は督励

していただきたいと、こういうように思います。

○議長（角谷英男君） 本日の会議時間は、議事の

都合によりあらかじめこれを延長いたします。

この場で暫時休憩します。

午後４時４５分 休憩

午後４時５７分 再開

○議長（角谷英男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

理事者より答弁を求めます。伊藤教育総務部参

事。

○教育総務部参事兼生涯学習課長（伊藤 操君）

貴重な時間を拝借いたしまして申しわけございま

せん。それでは、信達チビッコホーム建築に伴い

ます進捗状況を御報告させていただきます。

現在、設計委託につきましては業者発注しまし

て、業者からの成果品が都市整備部の方へ届いて

おります。それで、今担当者がその成果品に基づ

いての精査を行っている状況でございます。それ

と並行しまして、建築確認申請、これも今手続中

でございまして、おおむね１カ月近くかかるんじ

ゃないかという報告を受けております。

それで、建築に伴います発注時期なんですけれ

ども、８月の盆までには何とか発注を行いたいと

いうふうに考えております。建築の竣工というん

－２２１－

ですか、完成が３カ月近くかかりますので、大体

１２月の中旬ぐらいには完了するんではないかと

いうふうに考えております。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 先ほどもう了解しようか

なと思ったんですが、夏休み中の時期を生かして

と、こういうふうに言われたんで、これは大いに

結構だなと。７月、８月いっぱい、４０日から５

０日間近くあるわけですから、その間を利用すれ

ば、建築中の騒音とか、あるいは車両の進入とか、

そういうことで子供たちへの影響は最小限に食い

とめられるんではないかと、こういうようにも思

いました。

もう既に始まって、こういうことについては、

予算は決定されてるわけですから、繰越明許でね。

だからもう既に、それこそ時期を得て早急にやる

べきではなかったのか。結局、１２月になるじゃ

ないですか。

それから、また樽井の方についても、何か従来

の剣道場に使っておった講堂を利用するというこ

とですが、非常に人数が多いと。いわゆる待機の

児童の数、大変な数を言っておられたんですが、

果たしてそういう詰め込みで一事が万事解決した

と、こういうことで済むのかどうかと。やはりカ

リキュラムにのっとって一定の授業等もやるわけ

ですから、そういう点ではやっぱり子供たちにそ

ういう教育環境というものを、保育環境というも

のを保障していくと、こういうことが本来のあり

方だというふうに思うんですよ。物を詰め込むと

いうふうなことで事足れりということでは、これ

はやっぱりうまくないんではないかと。

そういう点で、本当に子供たちの一番大事な小

学校の低学年と。報告では、何か学級崩壊が低学

年からあらわれていると、こういうような報告も

一般質問のやりとりの中で私お伺いをいたしまし

た。そういうことですから、やはり三つ子の魂百

までという言葉も、どなたか言われましたかね、

あります。

そういう点では、非常に大事ないわゆる学齢期、

この時期のいわゆる補完の施策、こういう点で心

してこの点はやっぱり早めるべきではないかとい



うふうに思うんですが、これはもう事ここまで来

てしまえばやむを得ないのかなというふうに思い

ますけれど、なぜここに至るまで、もっと早く対

応できなかったのか。こういうことの責任をはっ

きりしていただきたいな、こういうふうに思いま

す。

ほんとにここまで来たからもうやむを得ないん

だということを何回も繰り返しておったんでは、

一番しわ寄せを受けるのは子供たちですから、そ

ういうことのないように、原因についてもなぜこ

うなったのかということも一言付言して御答弁い

ただきたい、こういうように思います。

○議長（角谷英男君） 伊藤教育総務部参事。

○教育総務部参事兼生涯学習課長（伊藤 操君）

信達チビッコホームにつきましては、議員御承知

のとおり１２月議会で補正予算を計上さしていた

だきまして、それで当然全額を繰り越しするとい

う前提に立ちまして作業を鋭意進めておる状況で

ございまして、先ほど答弁さしていただきました

ように、最終的に建物ができ上がりますのは１２

月中旬ということなんですけれども、都市整備部

の方にはできるだけ早く建物が完成するように、

教育委員会としましても常々依頼もし、お願いも

している状況でございます。可能な限り工期の短

縮をもちまして竣工を進めていきたいと、努力に

努めたいというふうに考えております。

それと、樽井チビッコホームの関係でございま

すが、当初、既存というんですか、既設の建物の

中では３６名ほど収容可能ということで、平成１

３年度まではそういう形態で運営しておりました

んですけれども、平成１４年度におきまして倍近

く、６４名の申し込みがございまして、さすれば

どういう対応をするかということで、教育委員会

内部でもいろいろと検討をしたところでございま

すが、隣に柔道場がございまして、従前から、１

３年度におきましても柔道場も一応チビッコホー

ムの使用形態というんですか、使用していたとい

う状況もございましたし、１４年度におきまして

は、教育委員会のチビッコホームの附属施設とい

うんですか、そういう位置づけをもちまして、実

際６４名全員の収容をさしていただいたというこ

とでございます。

－２２２－

ただ、その柔道場の施設的な観点から申します

と、当然十分でないということの認識は持ってお

りますんですけれども、緊急事態という予測もし

ておらなかった状況もございました関係上、万や

むなくということもございまして、指導員の先生

方にも一定の報告もした中で、実態的に今現在運

営を行ってるという状況でございます。

この施設の関係につきましては、今後いろんな

状況なり解決方策を今模索している状況ですので、

一定の議員御指摘の点につきましても、今後解消

できる可能性もあるんではないかというふうに考

えておりますけれども、現時点でそれをお約束す

るという状況に至っておらないということでござ

います。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） ほかに。

〔和気 豊君「いや、ちょっと待ってや。答弁

してないやん。責任の所在はいかがかという

て言うてるんやから。経過を聞いたんと違う

がな」と呼ぶ〕

○議長（角谷英男君） 今指摘がありましたけど、

答弁漏れございませんか。――――亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 先ほどから大変貴重な時

間をちょうだいいたしまして、こちらの理事者側

の方から提案をさしていただいております議案に

ついての詳しい質問に対しての御説明もできませ

んでした。大変深くおわびを申し上げたいと思い

ます。

また、チビッコホームの建設等について、大変

おくれを出しております。先ほど担当者の方から

も説明をいたしましたが、樽井につきましては今

できる限り待機児童を出さないということで、全

面受け入れで何とか施設面で、確かに不十分なと

ころはあるんだけれども、極力待機児童を出さな

いという形で取り組んでまいっております。今後

とも、信達小学校の先ほど待機児童の２名の状況

もございますし、早急に建設の方にかかってまい

りたいと思っておりますので、ひとつよろしく御

理解のほどお願いしたいと思います。すべての責

任は私にあるというふうに考えておりますので、

深くおわびを申し上げたいと思います。

○議長（角谷英男君） ３回超えておりますから、



ほかに。――――堀口君。

○１５番（堀口武視君） 先日の一般質問の中でも

お聞きをいたしましたけども、この次世代地域ケ

ーブルテレビについて少しお尋ねいたします。

なぜここに繰り越しされてきたかという理由は、

先ほどの説明でわかりました。補助金が繰り越し

されるのはおかしいなという、確定が遅くなった。

ただ、この補助事業でございますけれども、こ

の補助事業の名称は、電気通信事業格差是正とい

う補助金交付でいいのでしょうか。それを１つお

伺いしたいのと、既設の今ケーブルテレビの補助

率と、この新世代との補助率は変わるのかどうか、

ひとつそれもお聞かせを願いたいと思います。

それから、以前からこれ部長ね、何回も同じ答

弁をいただいてるんですけども、僕が聞いてるの

は、なぜ近道より西側になったか。あなたのお答

えは、４市３町で決めたんだと言われる答弁ばっ

かりなんですけれども、なぜこの近道で区切られ

たかという根拠が私にはわからない。だから、そ

の辺の考え方ですね。泉南市としての考え方はど

うなのかということを１つお聞かせを願いたい。

それから、この間、僕は市長にも山間部の大切

さということをお聞きしたんですけども、時間が

なくて、僕はこれ答弁漏れだったと思うんですけ

ども、ある学者がこういうことを言ってるんです

ね。森林、清流、あるいは郷土的景観など自然の

多くが残されている農山村部は、日本の原点であ

ると。日本人の魂のふるさとでもある。この貴重

な再生のできない宝物を守り続けているのは農山

村部の住民である。これを消滅させることは、日

本人と日本を消滅させることにほかならない。都

市再生事業は不必要とは言わないけれども、小規

模村やそこで生活している住民を見捨てるような

ことは、日本を滅ぼす危機に追いやる。もう都市

の時代を見直すべきであると、こういうことを言

われてるんです。

その意味で、僕はやはり農山村の方々が細々と

――市長もよく自然の大切さと言われてますけど

も、そういう農村部を守ってると。その方々が今

現実に過疎化して、お年寄りばかりの部落が大変

あるわけですね。そこらにこういうケーブルテレ

ビなどの行政サービスをしてやるのが、私は行政

－２２３－

の務めだと思うんです。その辺を市長どのように

考えてるのか、ぜひお聞かせをいただきたいと思

います。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 御指摘ありましたように、

山村というのは人口の過密、過疎は別といたしま

して、日本の里山の景観を残しておりますし、今

の時代、非常に心和ます風景もあり、また生活様

式もあるというふうに考えております。したがい

まして、今後ともそういうところについては、や

はりその経済性だけをとらまえるんではなくて、

やっぱりもう少し他の面から考える必要があるん

じゃないかなというふうに思ってます。

今回のケーブルも、前々から堀口議員から御指

摘もいただいておりますし、もともとそのケーブ

ルテレビジョンというのは難視聴区域の解消とい

うのが本来の目的であったわけでございますけど

も、今回といいますか、この３市３町でやってお

ります部分については、当時の郵政省の指定を受

けて１つの事業を行うという区域になっておりま

して、それは３市３町全部入ってるんですけれど

も、スタートした時点では、やはりできるだけ人

口密度の高いとこからというのがありまして、第

１次として近畿自動車道――物で切るとすればで

すね、そのあたりということになったわけでござ

います。

おおむね３市３町もそのエリアについては敷設

ができたというふうに思っておりますので、御指

摘いただきましたように、あと残りの地域ですね。

これは確かに事業者からすれば採算は必ずしもよ

くないかもわかりませんが、また投資にお金がか

かるというふうに思いますが、それは国の補助な

り、あるいは市がそれを補てんするなりしてやれ

るというふうに思いますので、今後、前々からも

言うておりますけども、残っている区域の全市全

町の敷設について最も力を入れていきたいと、こ

のように考えております。

○議長（角谷英男君） 伊藤情報管理課長。

○総務部情報管理課長（伊藤修二君） 私の方から、

２点お答えさしていただきます。

議員御指摘のいわゆる新時代ケーブルテレビ事

業部分につきましては、議員御指摘の電気通信格



差是正事業費補助金、この中の１つでございます。

それと、補助率でございますが、４分の１以内

ということになってございまして、今回お願いし

てますのがいわゆる６分の１補助ということでご

ざいます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 堀口君。

○１５番（堀口武視君） 今、市長の方から大変前

向きなお答えをいただきました。ただ、これパワ

ーアップの予算というのはもう、既設の上になお

かつ新しいケーブルテレビの技術を入れていくと、

こういうことで予算化されてるわけです。だから、

言えば高いところに土盛りしていく、そういう意

味ではやはり地域的な弱者――僕は今特に何か言

うたら近道から浜側、山側という話が出てきます

けれども、地域としては近道から東側で住んでる

ところは、私の住んでる東地区しかないと思うん

ですね、地域は。そうでしょう。

だから、そういうところの今も話のあったよう

に、一番必要な地域に、ぜひこういう事業は一刻

も早く計画をしていただくということをお願いを

しときたいと。市長、ひとつよろしくその辺お願

い申し上げます。

○議長（角谷英男君） ほかに。――――成田君。

○１８番（成田政彦君） ちょっともう一遍、納得

できない面があるもんで、繰越明許の学童保育の

ことなんですけど、教育長は私に責任があると言

うんですけど、１年経過するということは、学童

保育を希望した家庭にとっては、最終もう必要な

いという家庭が出てきますわな。３月に希望して、

もう１２月ですよ、入れるの。あと残るの３カ月

ですわ。もう全く市の行政が当てにできないと、

学童保育について。こういう行政が全然できない

ということですよ、これ、１年。

１２月補正を組んで、いつ設計ができて建築確

認申請、８月、９月いうたらね、その間待ってる

子供の親の気持ち、行政を頼りにしとるんでしょ

う、学童保育に。全く１年無にするんですよ、そ

れ。その思いが教育委員会にあるかどうかですわ。

繰越明許というのは、役人さんができなかったで

済むか知らないけど、この１年間の間にどれだけ

の子供たちが学童保育を希望しながら入れなかっ
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たと。責任は私にありますと言うけど、そらそう

いう責任のとり方ではちょっと僕は甘いと思うん

ですわ。

どうしても１２月に入れないのかと。どうして

も１２月に完成しないと、こういうことでなくて、

そら建築確認申請はいろいろあるんですけど、少

なくとも９月には、いわゆる夏休み終わってから

はできると、そのもんぐらいはやるべきじゃない

んですか。それで何カ月ですか。１２月でしょう。

それで大体９カ月ですわ。１年でっせ、これ補正

予算に乗ってから。３月に予算に乗って、結局こ

れやと１年でできないということ。３月、当初予

算だったらもうできてないということや。そら、

父兄の要望に対して教育委員会が、そうだからぼ

ろぼろの校舎でも平気だという考えになるんです

わ、１年子供を待たしてもええという。

基本的に、もう一度教育長ね、１２月じゃなく

て９月になるよう努力するとか、そのぐらい答え

るべきだと私は思いますよ。もう親にかわって言

いますわ、それ。責任で済みませんで、そんなこ

と。

○議長（角谷英男君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 先ほど担当の方からも説

明しておりましたように、今の計画では相当努力

しても１２月ということで言っておりますけれど

も、私の方も再度担当と、あるいは事業部の方も

努めさしていただきまして、一日でも早く仕上が

るように――ただ、９月というふうにはっきり明

確に申し上げるということは残念ながら申し上げ

られませんが、一日でも早く竣工できますように

努力してまいりたいと思いますので、御理解いた

だきたいと思います。

○議長（角谷英男君） ほかに。――――以上で本

件に対する質疑を終結いたします。

以上で本報告を終わります。

お諮りいたします。本日の日程は全部終了いた

しておりませんが、本日の会議はこの程度にとど

め延会とし、明２６日午前１０時から本会議を継

続開議いたしたいと思います。

これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ



って本日の会議はこの程度にとどめ延会とし、明

２６日午前１０時から本会議を継続開議すること

に決しました。

本日はこれをもって延会といたします。

午後５時１９分 延会

（了）

署 名 議 員

大阪府泉南市議会議長 角 谷 英 男

大阪府泉南市議会議員 東 重 弘

大阪府泉南市議会議員 市 道 浩 高

－２２５－


